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                   ２．６番 加藤治司 
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午前10時00分 開議 

○議長（馬場 衛） ただいまの出席議員は18名で

あります。定足数に達しておりますので、本日の会

議を開きます。 

 本日は傍聴席に報道機関が入っております。撮影

を許可した者には許可書を交付しておりますので、

御報告いたします。 

 ここで副議長より挨拶を申し上げます。10番 菅

沼 淳君。 

  〔副議長 菅沼 淳登壇〕 

○副議長（菅沼 淳） おはようございます。副議

長の菅沼 淳でございます。副議長として任期最後

の御挨拶となりました。よろしくお願いします。 

 本日より開催される一般質問に当たりまして、議

会議員を代表して一言御挨拶を申し上げます。 

 それでは、いつものように行きます。皆さん元気

ですか、ありがとうございます。執行部の皆さん、

市長、元気ですか、ありがとうございます。元気が

あれば何でもできる。元気が１番、現金が２番とい

つものパターンで、今日はもう一つ行きます。この

道を行けばどうなるものか。危ぶむことなかれ、危

ぶめば道はなし。踏み出せばその一足が道となる。

迷わず行けよ、行けば分かるさ。以上は、アントニ

オ猪木さんの生前の名言と言われるものであります

が、私自身、人生のゴールが間近に見える年齢とな

りましたが、最後までそうありたいと思うところで

あります。 

 さて、本日はお忙しい中、傍聴のため議場までお

越しいただきました市民の皆様には感謝を申し上げ、

また、動画配信を御視聴いただいている皆様にも重

ねてお礼を申し上げる次第であります。 

 唐突ではありますが、国際情勢を振り返れば、ロ

シアによるウクライナ侵攻は長期化し、パレスチナ

ガザ地区を中心に、イスラエルとハマスなどの戦闘

が継続しております。民族や宗教の異なり、資源、

政治、領土の支配などの理由により戦争や紛争が起

こるとされております。そして、戦争や紛争におい

ては、常に武器を持たない非戦闘員である民間の

人々が犠牲となります。地球上の生物において、生

存、自衛以外の目的で殺りくを繰り返すのは人間だ

けだと言われております。また、核兵器の開発、製

造、始末のできない核燃料による原子力発電、理由

は何であれ愚かなことだと思います。 

 我々は、社会生活においても自然環境、地球その

ものを破壊し、豊かさや便利さを求めてまいりまし

た。このような行いは全て人間という生物だけのエ

ゴであり、この美しい地球に存在すべき生物ではな

いのかとまで考えてしまうところであります。 

 衣食足りて礼節を知る、また足るを知るなどのこ

とわざがありますが、人間の欲望には切りがありま

せん。気づくべきときが来ているのではないでしょ

うか。 

 季節は３月を迎え、寒暖の定まらぬところではあ

りますが、梅の枝のつぼみは花を咲かせ、日一日と

早く訪れる夜明けは本格的な春が近づいていると感

じられる今日この頃となりました。 

 スポーツ界に目を向ければ、海外での様々な競技

において、日本選手の活躍は目覚ましいものであり

ます。国内においては、高校野球選抜甲子園大会、

日本プロ野球リーグ、また海外ではメジャーリーグ

の開幕も間近となり、うれしく誇らしい話題を提供

してくれる大谷翔平選手、同チームに入団した佐々

木朗希選手など、日本選手の活躍が待ち遠しく、今

年も大いに期待をし注目していきたいところであり

ます。 

 さて、本日より３日間にわたり一般質問が行われ

ます。本定例会での一般質問につきましては、質問

をされる議員の皆様には田内新市長の初めての施政

方針、また市政全般、一般事務に対しての質問であ

ることを御留意いただき、毎回申し上げております

が、逸脱することなく確かな根拠の下、分かりやす

く前向きで建設的な議論をしていただくことをお願

いしまして御挨拶といたします。ありがとうござい

ました。 

○議長（馬場 衛） 挨拶は終わりました。 

 本日の議事日程はお手元に配信のとおりでござい

ます。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第１、一般質問を行いま

す。 
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 今回16名の議員の一般質問が通告されております。

一般質問の日程を本日から３日間予定しております

ので、本日５名、６日に６名、７日に５名の一般質

問を行うことといたします。予定された３日間の日

程で全ての一般質問が終えられるよう、質問者及び

答弁者の御協力を強くお願いいたします。 

 本日の質問順序は、受付順により１番 竹内祐子

議員、２番 加藤治司議員、３番 福永桂子議員、

４番 神谷里枝議員、５番 土屋和幸議員と決定い

たします。 

 初めに、14番 竹内祐子議員の発言を許します。 

  〔14番 竹内祐子登壇〕 

○議長（馬場 衛） それでは、14番 竹内祐子議

員どうぞ。 

○14番（竹内祐子） 14番 竹内祐子です。 

 初めに、今、岩手県大船渡市の山林火災で被害に

遭われておられる皆様にお見舞いを申し上げます。

それと、一日も早く鎮火されることを本当にお祈り

申し上げております。まさか日本でこのような山火

事が起きるとは想像もしていなかったところです。 

 それでは、一般質問のほうにうつらせていただき

ます。 

 主題１の人口減少対策についてを質問させていた

だきます。 

 質問しようとする背景や経緯でありますが、50年

前から少子化は始まっておりました。私が子育てす

るときも県のエンゼルプラン、あのときは1.68とか

なんとかっていう数字だったんですけど、全然伸び

てこなくていまだかつて少子化問題が進んでいると

ころです。 

 人口社会は20年前からです。湖西市では2005年に

人口６万994人がピークで、その後は人口が減り続

けています。令和６年４月１日湖西市の人口は５万

7,793人でした。人口対策として、移住定住促進事

業、子育て支援事業を進めていますが、どの市町で

も同じようなことを行い、移住定住者を獲得するの

に汗を流しております。 

 出生については、2013年度は年間500人生まれて

いたんですけれども、2017年度からは年間400人を

割るようになり、令和５年１月１日から令和５年の

12月31日の１年間には322人の出生でした。出生の

減少の理由は、非婚化・晩婚化、女性の社会進出、

非正規雇用の拡大、育児に対する経済的負担が大き

いなどの理由であります。 

 人口減少社会は経済を縮小していきます。公共施

設再配置基本計画の推進とかインフラ整備、各種計

画をスムーズに進めなければいけませんけれども、

なかなか住民福祉を向上させるようには至っていき

ません。それから、地域住民の交流も本当に希薄と

なり、地域コミュニティの危機を感じる時代でもあ

ります。 

 人口確保がまちづくりの要と考えておりますが、

若者や女性が住みたい、仕事も子育ても両立できる

地域と絆が深まるまちを目指していきたいというこ

とで、私はこの質問をさせていただきます。 

 質問事項１の移住定住促進事業の評価を伺いたい

と思います。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。企画部長。 

  〔企画部長 山本敏博登壇〕 

○企画部長（山本敏博） お答えいたします。 

 本市では、これまで職場の近くに住居を構え住ん

でいただくため、就職、結婚、家の購入といったラ

イフステージに合わせた支援制度により、移住定住

の促進を図ってまいりました。 

 まず就職です。わ～くわく「こさい」で新生活！

奨学金返還支援制度、こちらについては制度開始か

ら５年間で30名の方に御利用いただいております。

趣旨に賛同いただきました28社の市内企業と連携し、

奨学金の返還を支援することで、若者の市内企業へ

の就業と定住を図っております。市内企業に就職さ

れた利用者のうち、５割弱が市外から転入している

ことから、移住先選択の支援として一定の効果があ

ったと評価しております。 

 新婚さん「こさい」へおいでん新生活応援金は、

結婚を機に湖西市に住んで、湖西市の生活を知って

もらうきっかけになるような制度を目指しました。

これまでに361件の利用があり、475人の転入があっ

たことから、こちらも移住へのきっかけづくりに効

果があったと評価しております。 
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 最後に、市内に住宅を建築、購入された方を支援

する住もっか「こさい」定住促進奨励金です。市民

の利用率が８割強と高く、定住促進の効果、家を建

てる世代が市外へ流出することの抑制効果が非常に

大きかったと評価しております。 

 これらの３つの支援制度については、利用者アン

ケートを継続して実施しており、その結果を分析・

考察し、より効果的な移住定住策となるよう見直し

を進めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 竹内議員。 

○14番（竹内祐子） 移住定住促進事業のお話があ

り、効果がありましたよという今のお話でしたけれ

ども、そんなに効果があったようには見えないんで

すよね。だって、子供は生まれてきてないっていう

ことが入っているので、どこが効果があったのかよ

く分かりません。 

 補助金を使って、行政としては効果があったとう

たっていますけれども、この移住定住促進というの

はどこの市町でも行っています。だんだんやり方も

変わってきてるんですよね。やっぱり空き家問題が

起きてるから、空き家を活用しながら移住定住を目

指していくっていうような方法も取っていたり、い

ろんなことをしてます。いつまでこのばらまき作戦

って言ってはいけませんけど、本当にどの市町もお

金を使って移住促進頑張ってますので、やめろとは

私も言いません、やめないほうがいいと思います。

やめないからまだここまで来てると思うので、やは

り続けていかなければならないけれども、そんなに

頑張らなくてもいいような事業だと思います。 

 ただ、私本当に思うのは、このわ～くわく「こさ

い」、このことについては新生活の応援、これはや

っぱりいいことだなとすごく評価をしてますので、

ここにはやっぱり力を入れてってもらいたいなって

いうのがあります。 

 では、次に行きます。 

○議長（馬場 衛） ２番目ですね、どうぞ。 

○14番（竹内祐子） ２番はですね、子育て支援事

業の評価を伺うということで、お話ししていただけ

るとうれしいです。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） お答えいたします。 

 第６次総合計画において、４つの戦略の一つとし

て結婚、出産、子育て、教育を掲げ、安心して出

産・子育てができる環境を整えるとともに、子供た

ちが安心して生活できる環境の充実に努めてまいり

ました。 

 これまで実施してきた主な子育て支援事業の例と

いたしましては、市長部局では高校生年代までの子

供医療費を無償化するこども医療費助成事業、伴走

型支援と経済的支援を一体化した出産・子育て応援

事業、子育て支援センターの新設整備などがありま

す。教育委員会では、保育の拡充による待機児童・

入所待ち児童対策、放課後児童クラブの拡充、学校

のトイレ洋式化など教育環境の整備などが挙げられ、

このほかにも妊娠期から出産・子育て期にわたる切

れ目のない取組として行ってまいりまいりました。 

 これらの子育て支援事業に対する評価については、

子ども・子育て支援事業計画策定のためのアンケー

ト調査を５年に一度実施しており、その中で地域に

おける子育て環境や支援の満足度を就学前の児童の

保護者様と、小学生児童の保護者様に５点満点で質

問しています。就学前の児童の保護者の評価の平均

点と小学生児童の保護者の評価の平均点は、前回行

いました平成30年度の調査、それから直近の令和５

年度の調査において、いずれも５点満点の中央値で

あります３点、その３点弱となっております。３点

には達していないという結果になっております。満

足度としては、この５年間で目立った向上は見られ

ていませんが、平均的でほぼ横ばいであるという認

識を持っております。 

 このような中で、令和７年４月からはこども基本

法やこども大綱などを踏まえた湖西市こども計画が

スタートします。計画に基づき、子供が幸福な生活

を送ることができるまちづくりを進めることが、少

子化対策や人口減少対策にもつながるものと考えま

すので、今後もより質の高い子育て支援による満足

度の向上を目指して、創意工夫しながら事業を推進

してまいりたいと考えております。 

 以上です。 
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○議長（馬場 衛） 竹内議員。 

○14番（竹内祐子） ありがとうございます。私が

議員になった頃を思うと、すごく子育て支援って充

実してきたんですよね、本当に。三上元市長のとき

に、私も結構子育て支援の充実を訴えたことがあっ

たんですけれども、本当に国がもう施策としてこう

いうふうにやっていって、今の若い人たちをうらや

ましく思うぐらいな時代になっています。 

 それで、私が一番気にしていることは、今女性も

男性もみんな働くようになったんですよね。結婚し

たら、夫婦共働きでいかないと生活ができないって

いうような生活レベルになってしまっているので、

働きに行きます。保育園までは何とかいいんですよ、

子供さんを見てくれる施設に何とか湖西市も入れる

ようになってます。だけど、小学校に入ってからが

大変なんですよ。学童保育ありますよ、本当にこの

頃、教育委員会のほうでも配慮してくださって、長

期休暇とかそういったところの配慮もあって、以前

よりはよくなっていると思いますけれども、やはり

働く女性にとってはもう少し充実してほしいなって

いう声をいつも聞いてます。それは、ちょっとした

軽い風邪とかそういう病気ですよね、そのときにも

ちょっと見てもらえるところがあるといいなとか、

ちょっと仕事が遅くなっても延長保育、保育園さん

はありますよね、延長保育で見ていただけるといい

なとかっていうように、やはりそういう女性の声が

湖西市の中でも聞こえてないわけはないんですよ、

だけど行政側はストップしてますね。それは、働く

側の人にしてみれば自分のとこだって子供いるんだ

し、家のこともやりたいなっていうのも分かります

けれども、やはり仕事ですからそこの仕事の環境を

整えていくっていうのが大事なことであって、そこ

の仕事の環境を整えることによって、困っている市

民の幸福度が上がってくるわけじゃないですか。で

すので、私はやはり女性が安心して子育てと仕事が

楽しい、やりがいがあるという湖西市を目指してい

っていただきたいんですけれども、新市長はどうい

うお考えですか。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（田内浩之） 竹内議員、御質問ありがとう

ございます。 

 ちょっと、先ほど仕事に関してはまた後ほど竹内

議員の質問があるので、そこはちょっとお答えは差

し控えさせていただきますけども、やはり子育て支

援という意味では、私は学童保育に関しては実はち

ょっと４月に入りましたら学童保育をまずは湖西市

内、視察をさせていただきたいと思っています。特

に、学童保育であれば多分ヨーロッパでいうとドイ

ツはとても進んでいまして、どちらかというと保育

というよりはもう教育の一環としてすばらしいメニ

ューが並んでいて、学校は学校の教育、学童保育は

学童保育の教育ということで大変充実をさせていた

だいて、私も県議会のときに大分研究をさせていた

だきました。なので、この中身の充実ということと、

あとは先ほど竹内議員がおっしゃったように、遅く

なってしまったときに柔軟に対応ができるといった

そういったこともしっかり現場をまず見て、これか

ら部長と一緒にあとは現場の職員さんと一緒に、市

民の声を聞きながらまた考えていきたいと思ってい

ます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 竹内議員。 

○14番（竹内祐子） 本当に子育て支援会議ってい

うか、いろいろ子育て支援計画つくるときでも、や

はり湖西市には病児保育とかそういうものがないん

ですよね、やっているところが。もう私が議員にな

ったときからそれを言っていますけれども、病児保

育はできませんよとかっていうふうになってるんで

すけど、もう私が議員になったときと思うと、女性

の社会進出は本当に上がってきてるんですよ。やは

り、女性が仕事も家庭も生き生きできる環境をつく

っていかないと、もう本当に私これからもまだ次の

質問にもあるんだけど、女性が本当に市外に出てい

ってしまいますよ、どんどん。やはり、湖西市が暮

らしやすいなっていうまちを目指していかなければ、

湖西市にお嫁に来る人もいません。ですので、しっ

かりと現場確認しに行くということなので、期待を

しております。 

 では、その次に行きます。次の質問に移ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 
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○14番（竹内祐子） ３番目が若者や女性を市外へ

流出させないための方策を伺いますということで、

お願いします。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（山本敏博） お答えいたします。 

 若者世代、特に女性が市外へ流出する要因の一つ

として、大都市圏に進学先や就職先の選択肢が集中

していることが挙げられます。特に、就職に関して

は大都市圏のほうが職種の幅が広く、多様な働き方

が可能であるため、このことが流出に大きな影響を

及ぼしていると分析しております。 

 当市としては、若者の流出を防ぐこと以上に人生

のターニングポイント、例えば就職・転職や結婚の

タイミングで湖西市にＵターン、Ｉターンなど、こ

うしたことをしてもらえる環境を整えることが重要

だと考えております。そのために、若者や女性に魅

力を感じてもらえるような働く場所、職種みたいな

ものを増やし、働きやすい環境を整えていくことが

効果的だと考えます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 竹内議員。 

○14番（竹内祐子） ただいまの答弁のとおりです

ね。本当に働く場づくりと働く環境づくり、働く場

っていっても、今の若い人たちのニーズをちゃんと

把握して、若い人たちがこんな職業に就きたいって

いうようなものを湖西市に生み出していかないとい

けないんですよね、だけどそれは誰がやるんですか、

その仕事を生み出すって。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（山本敏博） お答えいたします。 

 若者が、先ほど申しました魅力を感じていただけ

るような職種、湖西市のほうはやはり製造業が盛ん

という特色がありますので、製造業も工場のライン

とかそういったものばかりではないものですから、

例えば営業職であったりデザインをやったりとか、

あとは製造業以外ですね、若い女性とか若者に人気

がある例えばサービス業ですとか、そういった職種

が湖西市の町なかに生まれるような、例えば企業と

かそういったものを支援していくことが今後必要に

なるかなと思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 竹内議員。 

○14番（竹内祐子） そうですね、湖西市は製造業

のまちという感じでずっとここ来てました。でも、

若い人のニーズが変わってきていて、やはりどうし

ても都会に憧れてしまうっていうのは、新しい職業

に就きたいっていうことなんですよね。私も湖西市

なんかに住みたいと思いませんでした。やっぱり若

いときは、都会に行きたいって誰でも一度は思うん

ですよ。思わなかった人はいないと思うんですけど

ね。そういうふうに、こういう田舎でも今は本当に

インターネットの時代とかそういうので、どこにい

て暮らしてても仕事も何もかもできるっていう時代

になっているので、本当に湖西市に若い人たちが暮

らしていけるような、やっぱり環境整備っていうの

は大事なことだと私は思っております。 

 ある女性が、東京が令和なら地方は江戸時代って

言った言葉があるんですよ。湖西はどうかまだ分か

んないんだけど、男尊女卑とか古い価値観があって、

やっぱり女はこうするべきだ男はこうだなんて言わ

れると、やっぱり若い人はちょっと住みづらくなっ

てくるんですよね。大分そういうのも言わないよう

にしようねっていうような感じでなってて、いいと

は思うんですけれども、でもなかなかそれが若い人

たちには、同じ湖西市の中でも住みづらいと感じて

いる若者がいて、やっぱり若い人がどんどん同じ湖

西市の中でも生活の便利な新所原、鷲津、ＪＲが通

っているようなところに、親は田舎に住んでても若

い人は町場のほうに行くっていうような形になって

しまっていますよね。言葉には出せないけども、何

となく感じてくるものがあって、そういう地方に暮

らすのが嫌だというような感覚がまだ根強いような

気がします。 

 男女共同参画推進条例っていうのをつくってあり

ます、湖西市にも。そこの中に、第19条のところに

地区推進員っていうのを置くようになってて、やっ

ぱり男女共同参画社会を推進しましょうねっていう

ようなものを持ってくっていうふうになっているん

ですけれども、何をしているのか私もよく分かんな

いので、またいつかどこかか聞いてみたいなという
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気もあるんですけれども、若い人たちが湖西市を嫌

がらないで、湖西市って住みよいところだよねって

いうような施策を取っていかないと、なかなか湖西

いい町じゃんと思われずに、やはりきらきら輝いて

いる都会へ出ていってしまうのかなって思うんです

よ。 

 インフラ整備も大事なことだし、にぎわいづくり

をつくる活動も大事なことだと思うんですけれども、

やっぱり魅力ある湖西市っていうのは、じゃあどう

やってつくっていくのかなっていうのを、若い田内

市長にちょっと聞いてみたいなと思うんですけれど

も、答えていただけますか。 

○議長（馬場 衛） 竹内議員、通告の中でちょっ

と外れる部分あるんですけど、市長が答えていただ

けるところでよろしいですか。市長。 

○市長（田内浩之） 竹内議員、御質問ありがとう

ございます。後ほど、また人口を減少させない新た

な考えを伺うということで、私が答弁をさせていた

だく予定になってますのでそこでお話を、お伝えを

したいと思いますのでよろしくお願いします。 

○議長（馬場 衛） 竹内議員、よろしいですか。 

○14番（竹内祐子） 分かりました、いいですよ。 

 それでは、市外に流出させないようにするために、

本当に湖西市がいい町と思われるような、私はこれ

から施策を入れていって、若者、今本当に子供たち

にもいろんな職業とかそういうのが体験できるよう

にいろんなことやってますよね。だから、湖西市の

ことを本当に子供の頃からしっかりと、この湖西市

こんな町で歴史はこうでとかってしっかり教えてい

って、やっぱり誇れるまちづくりをしていけば、子

供たちが湖西に愛着を持ってくださっていると思い

ますので、若者の声をしっかりと聞いて反映できる

そういう行政運営をやっていってください。 

 では、４番目に行きます。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○14番（竹内祐子） 仕事も子育ても両立できるた

めに、市内企業への支援や働きかけの状況や今後の

考えを伺います。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（太田英明） お答えをします。 

 人口減少が進む中、市内企業の多くが人材確保の

課題に直面をしております。 

 企業訪問や意見交換を通じて、若者や女性に選ば

れる企業となるためには、男女が共に育児に参加し

やすい環境整備や、勤務時間や場所に柔軟性を持た

せることで子育て中の従業員が働きやすい環境づく

りが必要である認識は、市内企業様は共有をされて

おりますが、実際のところ、環境整備のほうにはま

だ至っていない企業が多いというふうに感じており

ます。引き続いて商工会などの関係機関と連携し、

企業とのコミュニケーションを深めて、子育て支援

の理解促進に取り組んでまいります。 

 また、家庭や子育てでフルタイムで勤務が難しい

方々に向けては、先ほどお話がありましたけども在

宅ワークなんかが今大変需要があるということで、

セミナーを開催をしております。在宅でも可能な雇

用の創出のほうに努めております。 

 本セミナーの中では、在宅ワークに必要なスキル

や知識を学ぶ機会を提供し、３か所の就労支援を行

っております。これらの取組を通じて、企業全体に

おける子育て支援の理解を深め、市全体で子育てに

優しい環境づくりを目指してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 竹内議員。 

○14番（竹内祐子） ありがとうございます。今、

企業の方たちに子育ても仕事も両立できるようなそ

ういう体制に持っていっていただけるように、行政

サイドがお話をされているって言うんですけど、そ

れっていうのは企業訪問に行かれたときにそういう

お話をされるのか、どういうときにその企業の皆様

にそういうお話を、湖西で仕事も子育ても両立でき

るまちを目指してるけれどもっていうお話をどうい

うところでされるんですか。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（太田英明） お答えをします。 

 企業の皆様にまず啓発活動を行っているんですけ

れども、それはウェブサイトであるとかＬＩＮＥ、

インスタグラムを活用して情報の周知を行っており

ます。 

 えるぼし認定とかくるみん認定などについても、
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取得の促進などを行っております。企業訪問をさせ

ていただくことがモノづくり推進室のほうでいろい

ろ行っているんですけども、そこの中で直接企業様

に御意見を聞いて、今の困り事みたいなところから、

働くっていうところでは認識としてはあるんですけ

ど、なかなか環境のほうが整えられないということ

で、そちらの側面をこちらのほうで支援ができれば

というふうに思います。 

 商工会とかハローワークさんと連携して、それぞ

れが実施をしている育児セミナー、育児制度のセミ

ナーなどを紹介したりとか、個別支援を通して子育

て環境の整備を進めていきたいというふうに考えて

います。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 竹内議員。 

○14番（竹内祐子） 分かりました。本当に企業さ

んも、国のほうからもやっぱりそういうような話は

流れてきてると思うんですよね。やはり、湖西市に

は男女共同参画推進条例っていうのをつくってあり

まして、やはりそこの中でも女性が仕事と子育てが

できるような環境に取り組んでいけるようにってい

うようなものとか、やっぱり男性にもそういう協力

もしてもらいたいとかいろいろ、ワーク・ライフ・

バランスのこととか書いてあって、企業さんにもそ

ういうことに協力していただきたいっていう旨が伝

わっていると思うんですよね。なかなか、企業は企

業ですので命令するようなことはできませんけれど

も、この湖西市役所でさえも育児休業とかそういう

のを取る人もそんなにいるわけじゃないし、ここの

日本人は働くのが好きなのかどうなのか知らないけ

ど、あまりこういう休みを取って家族で楽しい思い

出をつくるっていうようなことが、なかなか日本人

は下手なのかなっていう思いもしております。 

 ちょっと伺いたいのが、企業訪問されているとき

に、企業の中で子育てと仕事が両立しやすい仕組み

を、しっかりと制度化されているっていうようなこ

とは調査されたことがあるんでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（太田英明） お答えをします。 

 実際にアンケートとかっていうものは取ってあり

ませんが、直接お伺いするときに配偶者の育児休業

制度であったりとか、フレックスタイム制度である

とかテレワークだとか、そういった導入の中で困り

事とかっていうものを聞いています。 

 実際そういったお声を聞いて、先ほどの子育てと

いうところで議員のほうから御質問がありましたも

んですから、そちらについては在宅ワークっていう

のが大変今は多いということで、そういったところ

に取り組んでおるところです。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 竹内議員。 

○14番（竹内祐子） 分かりました。何にしても、

本当にどのぐらいの企業訪問されてるかよく分かり

ませんけど、やはりワーク・ライフ・バランスのこ

とについて、行政側としても訴えていっていただき

たいなというふうに思います。 

 湖西市でも男女共同参画推進条例をつくっていま

すので、やはりそういうこともちょっとお話ししな

がら企業さんにも御協力を求めるというような、や

っぱり行政と企業が連携してやっていかないと、若

者ですよね、これから若い人や女性がここの湖西市

にずっと住み続けて、この企業たちを守っていくっ

ていうのもそういう未来の人たちなので、環境整備

はすごく大事だと思います。もちろん企業のほうだ

ってやろうとはしてると思いますけど、じゃあどん

なことを手伝ったらいいですかって行政のほうから

歩み寄るようにしないと、企業は企業で自分たちだ

けが頑張ればいいのかっていうふうに思ってしまう

ので、企業に寄り添う形を取っていただきたいと思

います。 

 では、次へ行きます。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○14番（竹内祐子） 地域担当職員の設置について

の進捗状況及び地域コミュニティを維持し、若者が

自治会活動や地域に参加する仕組みについてをお伺

いいたします。 

○議長（馬場 衛） 市民安全部長。 

○市民安全部長（山本健介） お答えいたします。 

 地域担当職員につきましては、現在、ほかの自治

体の事例収集を行いながら分析を進めているところ
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であります。 

 今後、次年度前半には試験的な実施に向けた調査

と計画策定を行いまして、次年度後半において自治

会との試験実施を行う予定であります。 

 若者の地域活動の参加につきましても、個々の相

談に応じるなど、自治会等の状況に合わせた事例を

集め、紹介してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 竹内議員。 

○14番（竹内祐子） 前向きな御答弁をありがとう

ございます。前回のときに、地域担当職員制度のこ

とですよ、市が勝手にこの制度を導入するわけにも

いかないから、１年ぐらいかけて自治会の役員の皆

さんと意見を聞いて、やってみたいよっていうよう

な御答弁だったので、ちょうど１年目なのでどんな

進捗かなということで伺わせていただきました。 

 私がこの質問をした後に、自治会連合の方たちと

この内容のことを伺ったことがありますか。 

○議長（馬場 衛） 市民安全部長。 

○市民安全部長（山本健介） お答えいたします。 

 雑談の中で多少お話はさせていただいております

けれども、細かい詰めたようなお話はまださせてい

ただいておりません。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 竹内議員。 

○14番（竹内祐子） 浜松市も合併するときにすご

く広い地区だったので、コミュニティ職員とかって

いうのを配置したんですよね。やっぱりそこの小さ

な、小さなというかそれぞれのコミュニティのとこ

ろに住民が相談事とか、その職員が住民に寄り添う

ように、「どう」とかっていうような体制を取って、

あの広い浜松市を統括していったっていうので、今

もまだ続いてますよ、もちろん。お手本のっていう

言い方してはどうか分かりませんけれども、そうい

う浜松市さんがすぐそばにもありました。湖西市は

小さな市ですので、別にコミュニティセンターにそ

の職員を配置しろとかそういうことじゃなくって、

私が言ったのはあれでしたよね、会合があるときと

か何でもいいので、その地域にこの職員がここの地

域のいろいろな相談役とか、お手伝いしますよって

いう職員を配置してもらって、地域の役員の人たち

が地域活動を運営するのにやりやすくしてねってい

うので最初お願いしたわけなんですよ。ですので、

よそのもちろん事例も参考にしなければならないと

思いますけれども、やはり湖西市は湖西市のやり方

で私はいいと思うんですよね。大きな組織なんかは、

しっかりと自治会役員さんが半日ぐらい公民館でお

仕事されたりとかして、やってるところもあります

けどそうじゃないところもあるもんですから、やは

り湖西市の中でもいろんな地区があるっていうこと

をしっかりと把握して、どうしたらいいか。地域が

あって、湖西市が成り立っていくんですよ。だから、

地域の人たちが本当に満足できるような地域づくり

をしていかないと、市だけが目標を立てても市民の

満足度は上がっていきません。 

 ですので、今の部長の御答弁でこれからしっかり

と、しっかりとっていうか進めていきたいっていう

お話だったので、またその後を待ちたいと思います

が、やはり各自治会の声をしっかりと聞いて、こう

せねばならないっていうような一つの答えを出す必

要もないと思いますので、調査はしっかりとやって

いただきたいと思います。 

 次へ行きます。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○14番（竹内祐子） 人口を減少させない新たな考

えを伺います。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（田内浩之） 御質問ありがとうございます。 

 まず、近年の本市の人口動態なんですけども、出

生数の減少と死亡数の増加による自然減が顕著にな

っています。さらに、これまで増減ゼロを維持して

きた社会動態も、令和６年度には減少に転じる見込

みであり、人口減少の加速が懸念される状況となっ

ています。ですので、自然減と社会減をちょっと切

り分けての対策を打っていくということが必要なの

ではないかなと考えております。 

 そして、持続可能なまちづくりを進める上で、市

民の生活満足度を維持向上させ、人口減少に歯止め

をかけることは重要な課題と捉えています。つまり、

市民意識調査でやはり住みにくいと言われていると



８４ 

ころを徹底的にやることが大事なのかなと考えてお

ります。このため、公共交通のサービス拡充に向け

た実証実験や研究を進めるほか、子育て世帯へのラ

イフステージに応じた支援を推進するとともに、宅

地の供給や空き家の利活用など、暮らしやすさの向

上を図り定住へとつなげていきます。この宅地の供

給のところがとても重要だと思っております。先日

の総合計画の審議会の委員の皆様からも、こちらに

関してはいろいろと御助言をいただきました。 

 また一方で、まちを元気にする取組として、活気

やにぎわいを生み出すため、新居関所周辺の活性化

や鷲津駅、新所原駅周辺での新規店舗の開業支援な

どを展開し、湖西市の魅力を向上させ、若者に住み

たいと思ってもらう施策を進めたいと考えています。 

 施政方針でも申し上げましたように、令和７年度

からは「魅力ある湖西市を子どもたちへ」を市政運

営の基本に据え、暮らしやすさの向上と元気なまち

の実現に向け、次世代へつなぐチャレンジを積極的

に取り組んでまいります。 

 また、先ほどの竹内議員がおっしゃっていた仕事

の多様性の件なんですけども、やはり湖西市はモノ

づくりがとても大事なまちなんですけども、やはり

それ以外の業種の誘致というものはとても大事だと

考えております。そこに関しましては、私ももとも

と民間会社の営業マンでございますので私が率先的

に動いて、また庁内でのお話をお伝えすると、モノ

づくり推進室というところがありますが、そこにも

この企業誘致を手伝っていただいているところでご

ざいます。 

 あともう一点、やはり広報という意味では、私は

今、市の職員の方々はとてもこの広報に関しては頑

張っていただいてると思っています。ＳＮＳの、特

にＬＩＮＥの登録者数なんか３万人超えてるという

ことで、私はとても評価をしていると思います。た

だ、私はちょっともう一段、観光政策の中での市外

に対する広報というのは大事かなと思っております。

やはり観光で来たときにここはとてもいい町だなと、

住みたいなって思ってもらえるような可能性ってい

うのは広がってくると思ってますので、そこの観光

施策の中の広報というのはこれから４月以降、また

しっかりと考えて事業を皆様に提案をさせていただ

きたいなと思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 竹内議員。 

○14番（竹内祐子） 分かりました。様々な施策を

いっぱい述べていただいて、分からないわけでもな

いんですけど。これの中で、やっぱり田内市長が一

番力を入れていきたいのは観光なんですか。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（田内浩之） ちょっと答弁の繰り返しにな

ってしまうかもしれませんが、私が人口減少させな

い上でやはり大事なのは、今住んでいる市民の皆様

の満足度を高めることが、私は人口増につながって

くると思っています。やっぱり今住んでいらっしゃ

る皆さんが満足してるっていうことは、やはり外か

ら見てもすばらしいまち町になるということですの

で、公共交通ですとかあとは医療資源の不足、そし

てまちのにぎわいといったところが私はとても大事

だと思っています。プラス宅地の供給ですとか先ほ

ど申し上げた広報、そういったものも必要になって

くるかと考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 竹内議員。 

○14番（竹内祐子） 分かりました。市民の声をし

っかりと聞いて、満足度を高めていただけるように

私たちもしっかりとサポートをしていきたいと思い

ます。 

○議長（馬場 衛） 竹内議員に申し上げます。 

○14番（竹内祐子） あと５分ね。 

○議長（馬場 衛） はい。 

○14番（竹内祐子） じゃあ、次へ行きます。 

 施政方針についてです。 

 １つ目は、地域医療の要である湖西病院の経営改

善を一層進めていきたいと考えています。昨今の物

価高騰、人件費上昇の影響を受け、湖西病院は非常

に厳しい状況でありますが、昨年度策定しました経

営強化プランを実行するとともに、市長部局も一体

となり、市民が安心して医療を受けられるよう取り

組んでまいります。 

 ２番目が、農業分野においては県や湖西用水土地
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改良区と連携し、過去に整備した農地を現在の農業

に適した形へと整備しますと述べられておりました。 

 質問の目的ですけれども、湖西市の課題をどう捉

えどのように改善するのか、４年という任期でのプ

ランを確認するために行います。 

 質問１、市長部局も一体となり病院経営改善をす

るようですが、どんな課題についてどう関わりどの

ように病院像を目指されるのか伺います。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（田内浩之） 御質問ありがとうございます。 

 現在、湖西病院においては病院経営の安定化が大

きな課題であり、特に外来患者の増加が重要である

と認識しております。市長部局としても、病院の経

営改善に向けて一体となって取り組んでまいります。 

 具体的には、市の広報をはじめとする様々な媒体

を活用し、病院のイメージアップを図ることで市民

の利用促進につなげてまいります。また、市内企業

に対し、健診受診の利用拡大を働きかける営業活動

を病院と連携して推進してまいります。 

 今後も、病院と市が二人三脚で経営改善を進める

とともに、市内外の医療機関との連携や役割分担を

進め、救急医療を含むプライマリー・ケア、一般急

性期機能、回復期機能、在宅医療、検診機能を備え

たコミュニティ・ホスピタルの実現に向け、着実に

取り組んでまいります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 竹内議員。 

○14番（竹内祐子） 湖西病院のイメージアップを

図るっていうふうに言われてますけど、田内市長に

なって湖西病院のどういうふうなイメージをアップ

していくんですか。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（田内浩之） 御質問ありがとうございます。 

 やはり湖西病院ですね、現場の先生方ですとか看

護師さんはとっても頑張っていらっしゃると思うん

です。なので、これからその戦略は病院側と一緒に

練っていくんですけども、私が広報の担当者でした

らやはり人に焦点を当てて、例えば現場の一生懸命

頑張ってる先生ですとか、一生懸命頑張ってる看護

師さん、その方をやはり前面に出させていただいて

利用しやすい、すばらしい医療機関ですよという広

報をしますが、ただ具体的な内容についてはこれか

ら現場の皆さんとも調整しないといけませんので、

これはあくまでも私の私見として捉えていただける

とありがたいです。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 竹内議員。 

○14番（竹内祐子） 田内市長が湖西病院のイメー

ジアップをするために、これから病院側としっかり

とお話をされて、湖西病院のイメージアップを練っ

てくれるということなので、大変期待したいことだ

と思います。 

 湖西病院の運営、本当に大変なことだと思います

けど、やっぱり市長さん自ら現場に出向かれて、ま

た感じたことを私たちにも伝えてください。 

 では、２番目へ行きます。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○14番（竹内祐子） 農業分野では、県や湖西用水

土地改良区と連携し、過去に整備した農地の再整備

をするということですが、具体的にはどのようにさ

れるのか伺います。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（田内浩之） 御質問ありがとうございます。 

 昭和40年頃からの総合パイロット事業や農業構造

改善事業で整備された農地は、当時の農業形態に適

した設計となっています。しかし、現在の農業経営

には、農業人口の減少や機械化の進展により、農地

の大区画化による省人・省力化が求められています。

そのため、令和７年度から県や湖西用水土地改良区

と連携し、吉美地区における再基盤整備を進めるこ

とで、現代の農業ニーズに適した農地を整備してま

いります。 

 具体的には畦畔、あぜのことです。の撤去による

大区画化や、暗渠排水設備の導入による乾田化など

を実施予定です。これらの整備により、農作業の効

率化が可能となり、農業経営の安定化と持続可能な

発展が期待されます。 

 また、今後その他の地域でもこれらの基盤整備を

展開していくことで、地域農業の活性化につなげて

まいります。 
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 以上です。 

○議長（馬場 衛） 竹内議員。 

○14番（竹内祐子） 本当に、これからは農業もま

すます機械化されていきますので、やはり集合でき

て大きな農地の拡大で、やっぱり効率よく農業を進

めていかないと、若い人たちが農業を魅力的な職業

としていけなくなりますよね。やっぱりサラリーマ

ン並みの所得は欲しいですから、誰でも。やっぱり

農業に希望を持つようにしていただきたいんですよ。

パイロット事業で優良農地、湖西市内に幾つかあり

ます。本当に昔の農業のやり方だったからやっぱり

所得も上がらず、体だけがえらいっていうような農

業イメージをつくってしまって、農家から離脱する

ところが多くなってしまったじゃないですか。農業

政策やったって、そんなに調べに行くところはあり

ませんよ。漁業もそう、同じこと。だけど、第一次

産業って、私たち国民が生きていくためには本当に

大事なものなので、しっかりと守っていかなければ

ならないものなんです。ですので農業者さんたちが、

やはりこれは湖西市だけでできるものじゃないので、

しっかり国や県と連携しながら、少しでもそういう

補助金をもらって、せっかく湖西市に優良農地を確

保したんだから、先人が確保してくれてたんだから、

しっかりとそれを守ってやっていただけるように、

元県会議員でありました田内市長には大変それを希

望いたしまして、私の一般質問を終わりとさせてい

ただきます。ありがとうございました。 

○議長（馬場 衛） 以上で、14番 竹内議員の一

般質問を終わります。 

 ここで、開会から１時間を経過しておりますので

暫時休憩といたします。再開を11時15分とさせてい

ただきます。 

午前11時00分 休憩 

───────────────── 

午前11時15分 再開 

○議長（馬場 衛） 休憩を解いて会議を再開いた

します。 

 引き続き一般質問を行います。 

 次に、６番 加藤治司議員の発言を許します。 

  〔６番 加藤治司登壇〕 

○議長（馬場 衛） それでは、加藤治司議員どう

ぞ。 

○６番（加藤治司） ６番 加藤治司です。 

 主題は、環境センター焼却炉再稼働後の状況につ

いての確認です。 

 質問しようとする背景や経緯ですが、湖西市は資

源循環型社会を目指して、一般廃棄物処理基本方針

を作成していますが、令和６年度は、浜松市への可

燃ごみ処理委託終了に伴う環境センター焼却施設の

再稼働、プラマーク品、剪定枝・竹・草・白色トレ

ーの可燃ごみ化、ごみ出しルールの変更など市民の

生活に影響の大きな変革がありました。 

 質問の目的ですが、環境センター焼却炉再稼働後

の状況確認のほか、効率的・安定的な廃棄物処理体

制の確保とさらなるごみ減量化・資源化活動の推進

を図るためです。 

 質問の１番、お願いします。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○６番（加藤治司） ごみ焼却炉故障に伴うごみ収

集業務の遅れがあった場合の危機管理体制を伺いま

す。 

 この質問は、正月明けに関東地方の自治体でごみ

焼却炉の火災が発生し、ごみ収集が市内全域で停止

したものに関連することです。よろしくお願いしま

す。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。環境部長。 

  〔環境部長 石田裕之登壇〕 

○環境部長（石田裕之） お答えします。 

 ごみ処理施設の故障時の危機管理体制は、平成13

年に静岡県内市町におきまして、一般廃棄物処理に

関する災害時等の相互援助に関する協定書を締結し

ておりまして、令和５年に発生しましたリサイクル

プラザの火災時におきましても、この協定を基に浜

松市へ不燃ごみの処理の援助要請を行っております。 

 また、令和６年２月、地理的に隣接いたしてます

豊橋市とも相互援助に関する協定書、こちらの内容

は静岡県内市町が結んでいる協定書と同じ内容でご

ざいます。こちらを締結し、さらなる援助体制の強

化を図っているところであります。 
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 今後も広く支援体制を構築したいところでありま

すが、一般廃棄物の処理は市の自治事務であるため、

ほかの自治体や民間事業者へ依頼する場合には、依

頼先の自治体の承諾が不可欠なことから、今後も関

係先の理解を得ながら進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤議員。 

○６番（加藤治司） 今の説明で、災害時の相互援

助に関する協定書があるとの説明、了解しました。 

 一つ確認ですけども、今の答弁の中で今後も広く

支援体制を構築したいとのことでしたが、民間事業

者への依頼先の中で近隣の産廃業者、処理炉を持っ

てるそういう産廃業者も含まれていますか。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（石田裕之） お答えします。 

 先ほども申し上げましたが、市が処理している廃

棄物っていうのは一般廃棄物でございます。基本的

には、産業廃棄物処理施設、近隣にもございますが

そちらの施設への搬入は基本的にはできません。た

だし、大規模の災害時など特別に一般廃棄物を処理

しているという事例が、近隣の市町等でもいろんな

ところであるということは承知しておりますので、

今後の可能性として、そういった産廃施設の許可の

権限を持っている関係機関の意見を確認して、今後

考えていきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤議員。 

○６番（加藤治司） 先ほど答弁の中で、広く支援

体制を構築したいということなものですから、なる

べく各業者との連携を深めていただきたいと思いま

す。 

 ２番目に行きます。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○６番（加藤治司） 焼却炉は、本格的連続稼働し

て１年を経過しましたが、仕様書どおりに稼働して

いるのか、問題の発生のありなしを伺います。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（石田裕之） 焼却炉は、再稼働に向け

た試運転の後、令和５年12月に引渡しの性能試験を

実施し、長期包括運営委託の要求水準書に定める処

理能力、そして公害防止条件を満足することを確認

しております。 

 令和６年２月からの正式運用後も、焼却量や各種

公害防止項目の測定値をはじめ、焼却熱を利用した

発電、アメニティプラザへの熱供給が要求水準どお

り運転できており、問題の発生はございません。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤議員。 

○６番（加藤治司） 説明ありがとうございました。

今の中で、大きな問題はないっていうことですけど

も、大体ああいうプラントとか大きな設備は、稼働

すると初期トラブルっていうのが発生するもので、

私もいろいろ経験してますけど、そういう初期トラ

ブルはありませんでしたか。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（石田裕之） 確かに、ごみを焼却炉に

投入する際の吸塵装置、こちらにごみであります例

えば汚泥が絡みついて、ごみの投入が実際不安定に

なるといったトラブルはございました。こういった

際にはごみ投入のバランス、いわゆる混焼率をいろ

いろ調整しまして、そういったソフト対策での対応

策を施したことによって、現在、安定した運転が行

えるようになっております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤議員。 

○６番（加藤治司） 稼働してみないと分からない

そういう問題もあると思いますので、今後どういう

ような、まだまだトラブルが発生する可能性もあり

ますので機敏な対応をお願いしたいと思います。 

 今の説明の中で、各種公害防止項目の測定値をは

じめっていう説明がありましたけども、例えば近隣

の住民の方が、測定した値を閲覧できる準備はでき

てるんですか。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（石田裕之） お答えします。 

 実際、こういった公害防止条件にあります排出ガ

ス、騒音であったり振動・悪臭、こういった周辺環

境に影響を及ぼすであろう法律や地域住民の皆さん

とお約束しました測定値、こちらにつきましてはホ
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ームページで掲載させていただいておりますし、地

域の住民の関係する皆さんに集まっていただいて、

年に数回そういった協議会というか顔を合わせて、

そういった報告会を実際実施しているというのが実

情でございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤議員。 

○６番（加藤治司） 特に公害に関係する測定値は

問題ないという認識でいいんですね。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（石田裕之） 測定結果は遵守されてお

ります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤議員。 

○６番（加藤治司） 分かりました。 

 ３番目の質問へ行きます。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○６番（加藤治司） プラマーク品とか白色トレー

の可燃ごみ化っていうのは、課題としては再資源化

率の低下っていう問題もあったんですけども、その

ときの説明では焼却炉の安定稼働のために高カロリ

ーの助燃剤が必要であるためとの説明でした。実際

に、その助燃剤の効果が今までの稼働の中でうまく

機能しているかどうか、そこを確認したいと思いま

す。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（石田裕之） プラマーク品、白色トレ

ー、こちらを可燃ごみに変更した後に実施したごみ

の発熱量調査、こちらでは重油を使わずに安定稼働

ができる発熱量の確保ができております。安定稼働

とともに焼却熱で生まれた蒸気による発電、そして

アメニティプラザの温水プールとしての昇温など、

計画どおりの運用ができております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤議員。 

○６番（加藤治司） 一つ確認させてください。こ

の発熱量が多少の増減はあると思うんですけども、

カロリー放出が、高かったり低かったりするとどう

いう影響がありますか。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（石田裕之） お答えします。 

 確かに生ごみ等の水分が多いごみの質、そういっ

たごみの成分では焼却施設に定められた燃焼温度、

いわゆる800度以上というのを確保するために、重

油による加温が必要となるということもあります。

そして蒸気量も減少に転じます。そうしますと、発

電であったり、アメニティへの蒸気の供給のこの２

つが両立できなくなるということが考えられます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤議員。 

○６番（加藤治司） 今の質問に関連して、仮に発

熱カロリーが相当低くなると、先ほどの公害の関係

の排気ガスという、測定してるというのありました

けども、それ以外のものへの影響というのが出てく

る可能性があるんですか。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（石田裕之） お答えします。 

 ちょっと排気ガスの影響は恐らくないとは思うん

ですけど、それよりもやはりその焼却炉自体の機能

が、設計どおりに機能を果たせないということはこ

の機器への悪影響ということで、やはり焼却炉を設

計した基準どおりに運転していかないと、この焼却

施設設備自体がどんどん劣化っていうか傷んでいく

ということでございますので、まずは目標の蒸気量

を必ず保つという状態を維持するというように、施

設側ではそういったことを監視しているのが実情で

ございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤議員。 

○６番（加藤治司） 目標の蒸気量を維持するとい

うことですけども、仮に助燃剤の量が少なくて基準

以下になった場合は、重油等で補うというような仕

組みになってるんですか。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（石田裕之） お答えします。 

 やはり燃焼度800度以上を保たないと何らかの、

煙突からの煙の成分もよくないということもござい

ますので、そういう場合には重油を焚いて燗をする

ということが必要というふうに考えております。 

 以上です。 
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○議長（馬場 衛） 加藤議員。 

○６番（加藤治司） じゃあ、それは今まではなか

ったということでいいんですか。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（石田裕之） 再稼働後、一度もそうい

った事実はございません。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤議員。 

○６番（加藤治司） 分かりました。プラスチック

とかの可燃ごみ化というのは、実施するときにある

程度市民の方々の大きな関心事だと思って、変化点

の狙いがスムーズにいってるかどうかということで

確認させていただきました。 

 ４番目に行きます。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○６番（加藤治司） ごみ出しルールの変更、例え

ば排出日とか資源物の回収拠点の撤去やごみステー

ションの改善、また、45リットルごみ袋の新設等に

伴う問題の発生の状況と、その対策内容を伺います。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（石田裕之） お答えします。 

 ごみ出しルール変更後、湖西地区においては資源

物回収拠点がなくなり、ペットボトルや飲料水缶な

どの出し方、また出す場所についての問合せが何件

かございました。しかし、大きな混乱もなく周知で

きたと認識しております。 

 また、可燃ごみにプラスチック類や草木などが加

わり、45リットルの袋を導入したことによるごみス

テーションの容量不足、こちらにつきましては令和

６年４月以降、29の自治会から要望を受け、新たな

ごみステーションの設置やごみ箱の大型化など合計

35か所の改善を行い、現在、問題となっているとこ

ろはございません。ただし、従前からマナーの悪い

ステーションがあることは認識しており、今後もご

み出しルールを守っていただくよう広報を繰り返し

ていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤議員。 

○６番（加藤治司） 先ほど35か所の改善を行った

っていうことを言われましたけど、もう少し改善の

中身でどういうのがあったかを教えていただけませ

んか。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（石田裕之） お答えします。 

 新規にごみステーション、こちらを設置した箇所

が５か所ございます。あと鉄籠を増設したところが

13か所、そして単管パイプで作成しました容量の大

きいタイプ、こちらへ変更したところが17か所、合

計で35か所改善しております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤議員。 

○６番（加藤治司） 私の家の近所でも、プラスチ

ックなんかも可燃ごみ化になるということで体積が

増えて、１か所のごみステーションでは足りなくな

って、二、三か所増設したということも実際目にし

ていますんで、そういうルールを守りやすく環境を

整えていくということは重要だなと思います。 

 あともう一つ、資源回収拠点っていうのが撤去さ

れたということに関しまして、例えば景観とかすっ

きり感とか、そういう二次的な効果、そういうもの

はあったように思いますけどもどうですか、その観

点からは。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（石田裕之） お答えします。 

 確かに、今議員おっしゃったとおり今までは常設

で資源物の回収拠点がございまして、その際にはプ

ラマーク品の飛散や不適合物の残地、いわゆる残さ

れたものがあって景観が損なわれるっていうような

状況でございました。 

 今回、曜日ごとの回収に定めた効果として、それ

らの場所のいわゆる景観がよくなったということは

私どもも認識しております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤議員。 

○６番（加藤治司） ごみステーションではネット

で回収するもの、ペットボトルとか飲物の缶とか、

あとは容器で回収するものがあるんですけども、そ

れに関して苦情というかトラブルはありませんでし

たか。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 
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○環境部長（石田裕之） 先ほど申し上げましたが、

やはり４月以降、そういったネットであったりいろ

んな回収方法が変わったということで、いろんなお

問合せは毎日のようにいただきました。そういった

状況から、直接職員が朝、回収のある地区へ出向い

てパトロールをするということをしばらくはしてお

りました。そういったことで、地域のいろんな御要

望とか御意見を聞きながら、現在はスムーズにでき

ているというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤議員。 

○６番（加藤治司） ごみ出しルールの変更の件も、

もう少しいろんな大きなトラブルが発生するかと思

いましたけども、思ったよりもスムーズにいったん

じゃないかなと思ってますので、今後もパトロール

とか市民の相談には早く対応していただきたいなと

思います。 

 最後の質問ですけども。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○６番（加藤治司） 湖西市の一般廃棄物処理基本

計画について、可燃ごみの分類や焼却施設の再稼働

によりまして、もともとの目標値であります１人当

たりのごみの排出量とか、最終処分場のごみの出す

量とか、資源化率のデータ取得条件が大分大幅に変

わったものですから、今までの目標値を見直してご

みの減量化とか、資源化活動を推し進める目安、そ

ういうものを再度見直す必要があるんじゃないかな

と。それをやらないと、廃棄物の基本計画がうまく

回らないんじゃないかなと思いますけども、その点

はいかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（石田裕之） お答えします。 

 平成30年度から令和12年度までの計画期間として

おります一般廃棄物処理基本計画、こちらは策定時

から既に焼却施設の再稼働を見越した内容、それと

目標値にしており、基本施策も掲げております。そ

のため目標値の変更は予定していませんが、議員御

指摘のとおり、ごみ出しルール変更後の１年間を通

した令和６年度のデータから検証を行い、ごみの減

量化・資源化の向上に向けた効果的な施策を進めて

いきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤議員。 

○６番（加藤治司） 今、効果的な施策というのを

進めていきたいって言われましたけど、ごみ問題に

関してはいろんな情報があって、そういう対策のや

り方もいろいろな本とかデータがあると思いますけ

ども、今で何か考えてることっていうのはあります

か。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（石田裕之） お答えします。 

 具体的な施策といたしましては、現在３つござい

ます。１つが焼却灰のリサイクルの可能性を探る、

もう一つが各種団体におけます廃品回収の実施、も

う一つが民間企業におけますリサイクル活動の推進、

こちらの３つを今考えております。 

 １つ目の焼却灰のリサイクルでございますが、現

在、湖西市の焼却施設は流動床炉ということで、高

温の砂に廃棄物を投入しまして、ごみを短時間に完

全燃焼できるというメリットから、こういった流動

床炉を設置し、そういったメリットで現在運行して

おります。 

 この流動床炉から出た灰、この飛灰をいかにリサ

イクルにつなげていくかといったところを現在検討

してます。 

 一方、浜松市等が採用しておりますガス化溶融炉、

こちらは例えばコンクリートとか道路の骨材で現在

再資源化されているということで、埋立に回ってい

ないのが実情です。湖西市は、浜松市さんとは違う

流動床炉ということで飛灰という、いわゆる灰が若

干再資源に不向きだというふうに言われていて、な

かなかリサイクルには今現在は不向きと言われてい

るんですが、今後こういった飛灰の割合がやはりど

うしても出てきますので、そういったことをリサイ

クルしていくということで、官民共同のマッチング

研究というのを進めていきたいと考えております。 

 一方、あと廃品回収でございます。現在、実施し

ていただける団体が８団体ということで、数年前に

比べると半減している状況です。ぜひこういった集

団の回収を実施していただけないかなということを
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一つ考えております。 

 もう一つが、やはり民間企業さんにおけますリサ

イクル活動を推進していただいて、１人当たりのご

み排出量を削減していきたいというふうに考えてお

ります。 

 以上、現在はこういった３つの具体的な施策を考

えていきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤議員。 

○６番（加藤治司） そこら辺の具体的っていうの

をもう少しさらに掘り込んで、どういうふうに進め

るか市民の皆さんに公表できるようにつくっていた

だきたいなと思います。 

 やっぱり、さっきも一つ民間企業のリサイクルと

いう言葉が出ましたけど、事業系のごみと家庭系の

ごみ、今それが環境センターへ持ち込んだときに計

量はしてると思うんですけども、分析っていうかど

ういう傾向にあるかというのがはっきりしてないよ

うに思うんですけども、そこら辺、事業系と家庭ご

みをもう少し分類して、特に企業で出すようなごみ

を減らすという活動は考えていませんか。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（石田裕之） お答えします。 

 多分そういった分析等、数値的なものは持ってい

ると思いますが、今後そういった企業さん向けへの

働きかけとかっていうのはまた今後、市のこういっ

た基本計画に基づいた目標を達成するためには、そ

ういった働きかけをしていかなきゃいけないという

ふうには認識しております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤議員。 

○６番（加藤治司） いろんな方面から多角的に対

応してるっていうことが大切だと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

 以上で質問を終わりますけれども、焼却炉の再稼

働後１年たちますが、ほぼ計画どおり稼働している

ことが理解できました。今後も安定した稼働ができ

るように、維持管理等の徹底をお願いしたいと思い

ます。 

 以上で終わります。 

○議長（馬場 衛） 以上で、６番 加藤治司議員

の一般質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛）次に、９番 福永桂子議員の発

言を許します。 

  〔９番 福永桂子登壇〕 

○９番（福永桂子） ９番 福永桂子です。 

○議長（馬場 衛） 福永桂子さん、どうぞ。 

○９番（福永桂子） それでは、持続可能な公共交

通と交通空白地域の解消に向けて御質問いたします。 

 質問しようとする背景や経緯です。 

 政府は、バスや鉄道の駅が近くになく、タクシー

の配車が30分以内に困難な地域や運行本数が少ない

地域を「交通空白地域」と定義しています。こうし

た地域では、住民が暮らしにくいばかりか観光客の

減少にもつながり、地域の活力維持の観点からも課

題となっています。近年では、交通空白地域の解消

が地域創生の重要な要素として注目されています。 

 湖西市においても路線バスの減便・廃止により、

住民や来訪者が必要なときに公共交通を利用できな

い状況が発生しています。また、学校の統廃合によ

る公共交通需要の増加や商業施設の統廃合・撤退に

伴い、食料品を販売する店舗までの距離が遠くなる

といった問題も生じています。 

 市内にはコーちゃんバス、コーちゃんタクシーが

ありますが、高齢者にとってバス停までの距離が遠

い、運行本数が少ないなど生活の足として十分に機

能していないとの声があります。運行本数が少ない、

自宅からバス停が遠い、行きたい場所にバス停がな

いといった住民のニーズに応える必要があります。 

 また、高齢者をはじめとする交通弱者への利便性

の高い移動手段の提供とドライバー不足への対応も

求められています。加えて、公共交通を利用してい

なかった新たな層の利用を促し、持続可能な地域公

共交通の構築を進めることが重要です。 

 国土交通省は交通空白解消本部を設置し、自治体

の交通空白解消への取組を支援しています。湖西市

においても、公共ライドシェアの導入やデマンド交

通の拡充など早急な対応が求められていると思いま

す。 
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 質問の目的です。湖西市に、交通空白地域をつく

らないことを目指し、住民の生活の質を確保するた

めに、公共交通の維持・向上を図ることを目的とい

たします。 

 それでは、質問１に入ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○９番（福永桂子） 今後の湖西市における公共交

通の拡充について、具体的な考えをお聞かせくださ

い。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。都市整備部理事。 

  〔都市整備部理事 匂坂隆拡登壇〕 

○都市整備部理事（匂坂隆拡） お答えいたします。 

 公共交通の拡充につきましては、まずは乗り合い

型デマンド交通として運行をしております。コーち

ゃんタクシーの利便性向上に向け、運行時間の拡大

や土曜日、日曜日における運行、それから乗降でき

る施設の拡充などを試験的に実施し、利用ニーズや

市の負担への影響、市民の公共交通への満足度など

を把握する実証実験に取り組んでまいります。 

 実証実験の結果は、令和８年度からの次期の湖西

市地域公共交通計画に反映をして、公共交通の拡充

を図っていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 福永議員。 

○９番（福永桂子） コーちゃんタクシーの利便性

の向上ということで分かりました。 

 公共交通の拡充や利用促進は、住民の生活の質の

向上とか、また交通弱者の支援であったりとか地域

経済の活性化だけではなくって、環境負担の軽減が

大事だと思っています。公共交通の利用促進をする

ことによって、湖西市の車依存を減らしたり、朝夕

の渋滞やＣＯ₂の排出の削減、そういうものがよく

なればいいなと思っておりますので、住民の移動手

段の確保はもちろんですけれども、観光客の利便性

の向上も視野に入れて進めていただきたいなと思い

ます。 

 では、２番に入ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○９番（福永桂子） ＡＩを活用した公共交通の整

備について、現状の進捗状況を伺います。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部理事。 

○都市整備部理事（匂坂隆拡） お答えいたします。 

 コーちゃんタクシーの運行事業者が、昨年の２月

からＡＩを活用した配車システムを導入していると

いうふうに伺っております。導入前は、電話予約を

受け付けるタクシーの運行事業者の担当者の方が予

約した乗車の時刻、それから乗車場所、目的地から

判断をしまして利用者同士の乗り合いですとかルー

トの設定を行いまして、無線によってタクシーのド

ライバーに指示を出しておりました。ＡＩ配車シス

テムの導入後につきましては、ＡＩが予約状況から

最も効率がいいルートを生成しまして、運転手はそ

の情報をタブレットで確認ができるようになったと

いうことで、事務や運行の効率化が図られるように

なったというふうに伺っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 福永議員。 

○９番（福永桂子） ２月には既にＡＩ配車システ

ムを導入しているというそういうことですね。湖西

市はやはり６万人を切っていますし、大都市のよう

な完全なＡＩのシステム導入は、市の規模から見て

とても難しいと思うんですね。そこで、ＡＩ導入に

おけるメリットと課題をどのように見ていらっしゃ

るのかなというところをお聞きしたいです。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部理事。 

○都市整備部理事（匂坂隆拡） お答えいたします。 

 議員おっしゃるように、確かに人口規模６万人を

切ってるということで、大都市なんかですと非常に

今ＡＩオンデマンドということでやっていらっしゃ

るということで承知しております。メリットですと

か課題というところですけれども、まず１点目のメ

リットのほうですが、先ほどの答弁でも申し上げま

したとおり運行事業者側のほうにつきましては、事

務や運行の効率化が図られるということでこれは既

に図られているというふうに認識をしております。

それから、一方で今度利用者側にとって何かメリッ

トかっていうところにつきましては、やっぱり今ま

では人が聞き取って人が指示をするっていうところ

で、どうしてもヒューマンエラーっていうのがそこ



９３ 

に介在してくる可能性があったという中では、機械

が全てやってきますのでヒューマンエラーが排除さ

れるということで、予約ですとか車の配車の確実性

が高まるそういったメリットがあるかと思います。

それから、やっぱり予約から配車までの処理の時間

が短時間にできるということでは、待ち時間の短縮

とそういったメリットがあるかと思います。 

 一方で、課題といったところになりますと、やは

り都会で使われているＡＩオンデマンドっていうと、

今だとスマートフォンを使って予約するといったよ

うなことがございますので、例えば御高齢の方でな

かなか慣れてないと使いにくいといったような、そ

ういった懸念等もあるのではないかというふうに感

じております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 福永議員。 

○９番（福永桂子） ありがとうございます。メリ

ットのもう一つ大きなところは、柔軟なＡＩ運行の

ほうがコスト削減につながる可能性があるのではな

いかということだとは思います。また、その可能性

はあるんだけれども、課題としてＡＩシステムの導

入にはとてもコストがかかると思われますので、や

はり導入費用と維持費用をどう確保するかが課題に

なってくるのかなと私は思います。湖西市に適した、

湖西市の規模のＡＩ運行システムを確立していって

いただきたいなと思っています。 

 もう一つ質問ですけれども、企業との連携はこう

いう場合とても重要だと思うんです。将来的なんで

すけども、自動車メーカーとかＥＶ企業との提携と

いいますか、自動運転とか次世代モビリティのこと

なんですけれども、やはりモノづくりのまちでトヨ

タ、スズキ、ホンダなどの企業と協力して、自動運

転シャトルバスや電動車両を活用した、小規模移動

サービスの実験を行うということを取り組む予定は

あるのかどうか、ちょっとお聞かせください。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部理事。 

○都市整備部理事（匂坂隆拡） お答えいたします。 

 企業との連携ということでは、今年度まで企業シ

ャトルＢａａＳということで取り組んでまいりまし

た。議員おっしゃいますように、小規模ということ

でグリーンスローモビリティーとか自動運転という

ことについては、少しいろんな自治体の事例とかを

情報収集しているところであります。また、今Ｂａ

ａＳで一緒に協力いただいてる企業さんなんかとも

少し話をしてるような状況ですので、今後、企業さ

んとも研究を進めてまいりたいというふうには考え

ております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 福永議員。 

○９番（福永桂子） よろしくお願いいたします。

やっぱり、企業の技術力を生かすっていうことは、

湖西市独自の持続可能なシステムを構築できるとい

うことにつながると思いますので、積極的によろし

くお願いいたします。 

 では、次の質問に入ります。 

○議長（馬場 衛） ３番目ですね、どうぞ。 

○９番（福永桂子） 市内に交通空白地域があると

認識し、また市としての具体的な交通空白地域の定

義は決まっているのか伺います。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部理事。 

○都市整備部理事（匂坂隆拡） お答えいたします。 

 湖西市の地域公共交通計画では、交通空白域を鉄

道駅から１キロメートル、それからバス停から300

メートルのエリアの外側を公共交通空白域と定義を

しています。 

 現状では、この空白域になっている部分をデマン

ド型乗合交通の運行により運行してますので、空白

域は解消されているものと認識をしているところで

す。 

 一方で、令和６年４月の国からの通達では、交通

空白の考え方として、移動を希望する者が恒常的に

許容可能な時間内に公共交通を利用できない地域、

時間帯といった考えが示されております。必ずしも

地理的空間的な交通空白域に限らないといったこと

が示されたところでございます。 

 こうした考えによりますと、現在コーちゃんバス、

コーちゃんタクシーが運行しておらない朝晩の時間

帯ですとか、あるいは土曜日・日曜日には交通空白

の状態が発生し得る可能性があるというふうに考え

ております。 
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 以上です。 

○議長（馬場 衛） 福永議員。 

○９番（福永桂子） やはり、デマンド交通だけで

はカバーできない地域とか時間帯があるということ

を認識されてるということだと思うんですけれども、

太田の山の上の中尾平っていうとこあるんですけど

も、あの辺などはやはり距離だけじゃなくって地形

や住環境によっても影響を受けていると思うんです。

そういうところとか、そういう場所が多分湖西市の

ほかにもあるんではないかと思うんです、調べると。

またこの間、神座に行ってコーちゃんタクシーの申

請のお願いをしたんですけども、女性たちとか御老

人たちがおっしゃったことは、神座地区は北部に入

るんですけども、太田に向けて行っても何もないと、

だから買物もできない。何もないので、それで教育

も岡崎のほうにあそこは行ってますので、だけども

バス値上がるんですよね。400円が地区外になると

800円になるんです。だから岡崎や新所原の方向に

向けていく場合が多いので、使う機会がなかなかな

いんだという話をされてて、やはりそういうところ

もちょっと見ていただきたいなと思います。このよ

うな例は、多分湖西市のどこかにまた同じようなこ

とがあると思いますので、よろしくお願いします。 

 そういうところです。ちょっともう時間になっち

ゃったんで、何を言おうがすごく自分で考えてしま

いました。一応これで３質問目は終わりますので。 

○議長（馬場 衛） それでは、お昼の休憩を取り

たいと思いますので、ここで１時まで暫時休憩とさ

せていただきます。再開は13時でございます。 

午後０時01分 休憩 

───────────────── 

午後１時00分 再開 

○議長（馬場 衛） 休憩を解いて会議を再開させ

ていただきます。 

 ９番 福永桂子議員の一般質問を続けます。質問

事項の４番目となります。福永桂子議員、どうぞ。 

○９番（福永桂子） 福永です。ちょっと４番目に

入る前に、３番目に言い残したことがあるので一言

よろしいですか。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部理事、３番目の残

りがあるということで、許可しますのでよろしいで

すか。３番目の残ったとこ。 

○都市整備部理事（匂坂隆拡） はい。 

○議長（馬場 衛） 福永議員、どうぞ。 

○９番（福永桂子） すみません、使えることと実

際に使いやすいこととは別問題であるなという課題

もありますので、湖西市地域公共交通計画というと

ころに交通空白地域は存在しないと、デマンドで全

て、コーちゃんタクシーで覆うからというような主

張されているんですけれども、やはりそれは実態を

反映していないのではないかなと３番で明らかにな

ったと思いますので、他の自治体なんかではやはり

デマンド交通プラスコミュニティバスの組合せとか、

少しより柔軟な交通手段を提供しているところもあ

りますので、そういうライドシェアなども入れて今

後検討していっていただきたいなと思います。 

○議長（馬場 衛） 答弁はよろしいですか。 

○９番（福永桂子） よろしいです。４番に入りま

す。 

○議長（馬場 衛） それでは４番に入ってくださ

い。 

○９番（福永桂子） 湖西市における公共ライドシ

ェアの進捗状況を伺います。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部理事。 

○都市整備部理事（匂坂隆拡） お答えさせていた

だきます。 

 公共ライドシェアは、道路運送法第78条第２号に

基づき、交通空白域において市町やＮＰＯ法人、そ

れから商工会や観光協会等が運行主体となって、地

域住民や来訪者の移動の足を担うものです。本市に

おいては本年度、国の共創モデル実証事業の採択を

受けまして、タクシー事業者と連携して調査を行い

まして、交通空白の状況把握に取り組んだところで

ございます。 

 この調査結果を踏まえまして、次年度は公共ライ

ドシェアの仕組みによる実証運行を行いまして、想

定しました交通空白の検証を行うとともに、運行上

の課題整理等を行うことを予定しております。実証

運行を通して交通空白の見込みや公共ライドシェア

導入の必要性を見極めていきたいと考えております。 
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 以上です。 

○議長（馬場 衛） 福永議員。 

○９番（福永桂子） 調査を行ったということで、

地域住民が運転手として登録しやすい仕組みをつく

るとか、またライドシェアが既存のタクシー業界と

共存共栄していくようにとか、そういうふうな調査

でもあるんですか。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部理事。 

○都市整備部理事（匂坂隆拡） 今年度実施しまし

た調査といいますのが、タクシー会社と連携してと

いうことで、既存のタクシーの運行データの分析を

したりですとか、あと、今現在コーちゃんタクシー

の利用者の方で、目的っていうのはやっぱり医療機

関へ行く目的ってのがかなり多いもんですから、医

療機関の受診者へのヒアリング等を行ったと、そう

いった調査を実施をしております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 福永議員。 

○９番（福永桂子） 分かりました。じゃあその調

査によって、湖西市での公共ライドシェアの課題は

何だと思っていらっしゃいますか。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部理事。 

○都市整備部理事（匂坂隆拡） 調査の結果からい

きますと、土曜日の午前中に交通空白がありそうだ

というような結果になっておりますので、そこら辺

は課題の一つであるのかなというふうに思っており

ます。また、交通空白っていうのは逆にタクシー会

社のほうのドライバー確保の状況によっても、空白

になったりならなかったりっていうところもござい

ますので、その辺を含めまして来年度の公共ライド

シェアの実証運行の中で確認をしてまいりたいとい

うふうに考えております。 

○議長（馬場 衛） 福永議員。 

○９番（福永桂子） 土曜日の午前中といったらや

っぱり観光客が来たりとか、買物に出かけたりとか

そういう時間帯でもあるのかなと思います。ライド

シェアの導入は、いろんなことを読みますともちろ

ん法規制とか収益性とか、また住民の利用促進の課

題であったりとかまた運行の設計とか、そういうふ

うな課題があると書いてはありますので、それらの

課題を解決しながら、持続可能なモデルをつくって

いく必要があるのかなと考えています。 

 実証実験とか、今後はもう導入計画になっていく

んでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部理事。 

○都市整備部理事（匂坂隆拡） 実証運行を行って

そのままということではなくて、実証運行の中で導

入する必要性があるかどうかという判断もしたいと

いうふうに考えております。 

○議長（馬場 衛） 福永議員。 

○９番（福永桂子） 的確によろしくお願いいたし

ます。 

 では、５番に入ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○９番（福永桂子） 湖西市として、公共交通機関

の利用促進策をどのように進めるのか。また、将来

的に利用者が大幅に増加した場合の対応について伺

います。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部理事。 

○都市整備部理事（匂坂隆拡） お答えいたします。 

 公共交通の利用促進策につきましては、特にコー

ちゃんタクシーでの取組を申し上げますと、高齢者

を対象としましたいきいきサロンなど、地域での会

合に担当職員が出向きまして、予約の仕方、それか

ら乗車の仕方の説明をしたりですとか、実際に予約

から乗車までを体験していただく機会を設けたりし

ております。また、新たな利用者を増やす取組とし

て、市内の商業施設において買物客を対象にコーち

ゃんタクシーの利用登録への案内を行っております。 

 将来的に、公共交通の利用者が大幅に増加した場

合につきましては、特にコーちゃんタクシーをイメ

ージしておりますけれども、利用者が多い時間帯や

場所については、コーちゃんバスの利用を促すこと

ですとか移動する時間帯の変更を働きかけるなど、

運行の効率化をより高める対策が必要になってくる

ものと考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 福永議員。 

○９番（福永桂子） 広報だけではなくって、やは

りさらなる料金の割引制度、もっといいものとか乗
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り継ぎの利便性なども考慮に入れていただきたいな

と思います。 

 それから、ちょっとタクシードライバーの確保は

どうされるのかなというのが課題だと思うんですけ

れども、やっぱり物理的に言って数が限られていま

すので、需要に追いつかない可能性も出てくると思

うんですね、もし頻繁になってくると。その場合は

どうお考えになっているんでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部理事。 

○都市整備部理事（匂坂隆拡） タクシードライバ

ーの確保につきましては、タクシーの運行会社のほ

うからちょっと聞いているところでは、やっぱコロ

ナ期に一時的にドライバーがかなり辞められたとい

うことで減少したということを伺っております。一

方で、その後、回復も徐々にしてきているといった

ような話も聞いているところでございます。ドライ

バーの確保といったところですけども、タクシー会

社のほうでドライバー確保ができないっていう状況

になってきますと、やはり先ほどの公共ライドシェ

ア等、そういった手法を考えていく状況になってく

るのではないかと考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 福永議員。 

○９番（福永桂子） やっぱり配車数の限界はある

と思いますので、ぜひその対応も考えて進めていっ

ていただきたいと思います。 

 それでは、６番に入ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○９番（福永桂子） 観光と公共交通の連携につい

て、考えをお聞かせください。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部理事。 

○都市整備部理事（匂坂隆拡） お答えいたします。 

 現在、市が運行しておりますコミュニティバスや

デマンド型乗合タクシーは、主に市民の日常生活に

必要な移動手段を確保することを目標としておりま

す。観光客をはじめとした来訪者の移動手段につき

ましては、主に民間の一般乗用タクシーが担ってい

るといった状況です。 

 観光の足の対策につきましては、従来からの一般

乗用タクシーに加えまして、タクシー事業者の管理

の下、実施される日本版ライドシェアですとか観光

協会等が運送主体となったライドシェア、あるいは

許可または登録を要しない例えば宿泊施設の利用に

付随する送迎ですとか、ツアーやガイドに付随する

送迎など、様々な運行主体による移動手段が国から

示されているところでございます。 

 舟運のように、移動自体に魅力があるものや観光

地の周遊に適したシェアサイクル等も含めまして、

観光の視点からどのよう利用者をターゲットとして

どういった運行主体がどんな区間でどんな移動手段

を提供するかを議論することが重要であると考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 福永議員。 

○９番（福永桂子） よく分かりました。例えば道

の駅の白須賀なんかに訪れる観光客向けに、公共交

通の利便性を向上させるとかいろいろ具体的にはや

り方があると思うんです。鉄道駅との接続を強化す

るそういう計画っていうのも考えていっていただき

たいなと思います。 

 そして一つ活用事例なんですけども、モビリテ

ィ・アズ・ア・サービスの活用事例を湖西市でも検

討されるおつもりはないかなと思うんですけど、私

が好きなのは福島県の会津若松市の大内宿というＭ

ａａＳなんです。取組の内容を簡単に言うと、交通

手段のデジタル連携です。会津鉄道とレトロバスの

猿游号の共通割引デジタルチケットを導入して、観

光客の利便性を向上させているって、また教育旅行

への対応をしています。修学旅行生向けに、スマー

トフォンをグループ単位で貸し出して、町なか周遊

のバスチケットを利用可能にする取組を実施してお

られます。 

 個人的には、この事例の魅力は教育旅行への対応

だと思っているんです。湖西市でも、教育旅行や団

体客への特別対応ができるんじゃないか、学生旅行

や歴史に触れたり教育的な活動をしてくれる団体、

観光客向けの専用サービスを検討してみたりとか、

そういう地域の魅力を効果的に伝えるということが

このＭａａＳでできるんではないかなと、この事例

で思った次第です。また見てくださったらうれしい
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です。 

 では、次に入ります。 

○議長（馬場 衛） この項の７番目ですね、どう

ぞ。 

○９番（福永桂子） 湖西市がより住みやすく魅力

的な地域となるために、公共交通の整備をどのよう

に進めるべきか、市長のお考えをお聞かせください。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（田内浩之） 御質問ありがとうございます。 

 市民意識調査の結果から、交通の便や買物、外食

の利便性などで住みにくさを感じている方が多数い

ると承知しています。一方で、公共交通の運行に要

する市の負担は年々増加しており、公共交通の持続

可能性の観点から費用対効果も踏まえつつ、利便性

の向上を図っていくことが公共交通の喫緊の課題で

あると考えています。このため、これまでのＪＲ駅

を中心として、都市拠点等と周辺部の生活拠点等を

公共交通でつなぐ基本方針を踏まえ、試行的にデマ

ンド交通の運行曜日の追加や時間帯の拡大等の拡充

を行い、利用者ニーズや運行上の課題、市の負担等

を確認したいと考えています。その上で、コミュニ

ティバスも含め公共交通全体を検討する、そういっ

たアプローチの仕方で進めていきたいと考えていま

す。 

 また、持続可能な移動手段確保のためには、地区

それぞれの特性に応じて様々な主体が連携・協働し

て、既存の公共交通を補完していくことも重要であ

ると考えております。部局横断的に市民の移動ニー

ズを把握し、運行事業者等との協議・調整を行うと

ともに、地域公共交通会議での議論も踏まえ、次年

度策定する令和８年度からの湖西市地域公共交通計

画に反映していきたいと考えています。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 福永議員。 

○９番（福永桂子） お答えに、長期的なビジョン

も掲げていただいていることを思いますので、本当

に期待しています。この利便性向上はやっぱり市長

のおっしゃる人口減少対策にもつながると、本当に

直結すると思いますので、財政的な制約もあります

けれどもぜひ持続可能な公共交通対策を打ち出して

いただけることを期待しています。 

 それでは次ですね。 

○議長（馬場 衛） 施政方針、どうぞ。 

○９番（福永桂子） 施政方針の質問に移ります。 

 施政方針についてです。 

 質問しようとする背景や経緯です。ハイキングの

名所となっている湖西連峰については、危険木の伐

採などのコースの整備やベンチの設置を行い、自然

歩道をより使いやすいものとし、来訪者の増加を目

指していきますとの発言がありました。また、北部

地区の小・中学校の再編については、現在、策定中

の学校再編基本計画【北部地区】に基づき、再編先

となる湖西中学校、岡崎中学校の改修設計を進める

とともに、通学路の安全対策や通学手段などについ

ても具体的な検討を行いますとも発言されています。

これらの施策を実行するに当たり、市長のお考えを

確認したいと思います。 

 質問の目的です。湖西市をより暮らしやすく、魅

力的で活力のあるまちとするため、施策の進め方を

お聞きいたします。 

 では１番。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○９番（福永桂子） 湖西連峰のハイキングコース

について、来訪者を増やすに当たり、資源の磨き上

げのお考えをお聞きいたします。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（田内浩之） 御質問ありがとうございます。 

 まず、湖西連峰のハイキングコースにつきまして

は、まず危険な木の、伐採や経年劣化したベンチの

交換を優先的に実施し、市内外からの来訪者が安心

して利用できるよう環境を整備してまいります。 

 あわせて、森林の保全にも力を入れ、美しい景観

を維持してまいります。これらの整備には、森林環

境基金を活用していきたいと考えております。 

 また、ハイキングコースの登山口である梅田親水

公園とおちばの里親水公園の両施設の整備を充実さ

せ、来訪者が快適に利用できる環境を整えてまいり

ます。 

 さらに、観光協会と連携して、湖西連峰の魅力を

広く発信することで来訪者の増加を目指してまいり
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ます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 福永議員。 

○９番（福永桂子） ありがとうございます。「自

然歩道をより使いやすくするものとし」と御発言さ

れているんですけども、その点で少し道、登山道の

整備はどのようにされるのか気になるところなんで

す。ちょっと例を挙げますと、国指定史跡である廃

寺跡がありますね、その登山観光資源としても来訪

者を呼ぶポテンシャルがすごく高いと思うんです。

でも、おちばの里親水公園からの登山道の整備が追

いついていなくて、雨になると川のように水が流れ

てどんどん削れていく状態なんです。もう歩くのが

本当に困難で残念です。 

 同様に、他のコースでも多分雨水で流されやすい

箇所とか、ぬかるみができやすい箇所の補強も必要

ではないかなと考えていますので、この辺にも力を

入れてもらいたいなと思うんですけれども、どう思

われますでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（田内浩之） 御質問ありがとうございます。 

 登山道の整備に関してですけども、まず福永議員

が今おっしゃっていただいたおちばの里親水公園か

ら廃寺跡の道なんですけども、やはりところどころ

段差が相当あるようで、私でしたらきゅっと行ける

ところでも、高齢者の方であるとよじ登るような状

態になって登らなければいけないところも多々あり

ますので、ああいったところはやはり例えばちょっ

と土を削って階段状にするですとか、そういった対

策が必要かなと思っています。ただ、私も県議会に

いたときにいろいろな現場を拝見させていただいた

んですけども、ただ木の丸太みたいなものをだんだ

んに置くやり方もあるんですけども、ただああいっ

たものに関しては、それこそ大雨ですと今度はその

丸太だけ残ってしまって、土が全部流されてしまっ

て結果として登りづらくなってしまうようなそうい

ったこともありますので、やはりこれからちょっと

研究は必要かなと思っているところでございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 福永議員。 

○９番（福永桂子） 市長もおっしゃられたように、

高齢者とか初心者が歩きやすい道になると、やはり

来訪者ももっと増えていくと思いますので、ぜひ研

究していただきたいなと思います。 

 来訪者に外国人観光客も想定されているんでしょ

うか。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（田内浩之） 御質問ありがとうございます。 

 もちろん、外国人の方も想定はしているんですが、

ただこの来訪者っていうところで私がまず思い浮か

べるのは、やはり湖西市民の皆様です。湖西市民の

皆様でも、湖西連峰に登ったことがないよという方

は相当数いらっしゃると思いますので、私は昔から

なれ親しんでいてとてもすばらしい場所だなと思っ

ていますので、まずは湖西市民の皆様に登っていた

だいてよさを感じていただきたいなと考えておりま

す。その上で、観光客の誘致ということで外国人の

方もお越しいただけるとありがたいかなと考えてい

ます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 福永議員。 

○９番（福永桂子） 御質問させていただいたのは、

多言語対応などの標識を設置するなど、いろいろと

違う意味での整備が必要になってくるなと思ったも

ので質問させていただきました。 

 もう市長もおっしゃっていたんですけれども、森

林の保全に力を入れると、本当にそれは大変重要な

ことだと私も思っています。休憩場所の整備ととも

に、眺望を楽しめるポイントの強化も考えていらっ

しゃるんですけども、生態系への影響をやっぱり考

慮しながら、最低限の整備にとどめるべきなのかな

とそのように私は思います。 

 ぜひ、持続可能な形でハイキングコースを整備す

るより実効性のある施策へとつなげていただきたい

と思います。 

 次に入ります。 

○議長（馬場 衛） ２番目ですね、どうぞ。 

○９番（福永桂子） 北部地区の小・中学校再編に

ついて計画を進める上で、住民の声を確認するお考

えはあるのかお聞きいたします。 
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○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（田内浩之） ありがとうございます。 

 学校再編基本計画を策定する際も、保護者や地域

住民との意見交換会を複数回開催し、意見を伺って

きたと聞いております。今後は、準備委員会という

ものが立ち上がりますが、再編に向けての具体的な

検討を進める上で、これからも保護者や地域住民と

の意見交換会などを実施し、住民の声を確認してい

くことが重要であると考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 福永議員。 

○９番（福永桂子） 住民の声を確認することが重

要とおっしゃっていただけるのは大変うれしい思い

です。 

 少し伝えたいことがあるんです。この間、パブリ

ックコメントっていうので意見が出されているんで

すけども、そこで例を出すのが分かりやすいと思う

んですけども、利木地区のスクールバスの停留所が

301号線のカフェ沿いになっていたんです。ふだん

から交通量も多いので危ないに決まっているんです

けれども、それを変えてしまうそういうふうに検討

していますと書いてしまうところに、何でどのよう

な理由によってこの場所になったのか伺いたいとい

う住民の声が多かったんです。利木地区から全９名

これを出しているんです。なぜ、その検討段階のと

ころで地元住民に聞いてそして配慮していただけな

かったのか、聞けば公民館前でいいよということに

なると思うんです。なので、一事が万事という言葉

があるんですけれども、他の地域でもまた他の分野

でもこのようなことが少なからずあるんです。なの

で、住民一人一人に聞くことは無理だし、不特定多

数の住民の説明会でも困難なことだとは思うんです

けども、町内会や子供会等を含む自治会に一言でも

聞いてくだされば、事はこんなに大きなことになら

ないで簡単に解決することも多いんです。そういう

ふうなことをちょっと伝えたいなと思いました。 

 もう一つ質問ですけれども、住民から不安や要望

が寄せられた場合、例えばまた仮に大きな反対意見

が出た場合どのように対応されるのかな、住民の意

見を受けて計画を見直す可能性というのもあるんで

しょうか。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（田内浩之） 御質問ありがとうございます。 

 北部地区の再編というものに関しては、もう地元

でもいろんな意見がありながらも合意をいただいて、

この準備委員会というものに移行をしますので、基

本、地元の方々のお声でその考えを撤回するという

ことはないという認識です。ただ、先ほど福永議員

がおっしゃったようにバスの問題ですとか、いろい

ろな例えば校舎の造り方ですとかそういったところ

に関して、まだまだ住民の皆様やあとは使うのは子

供たちでございますので、子供たちの意見をしっか

りと酌んでいいものにしていく必要はあるので、そ

ういったものに関しましてはこれから議論をして、

いいものにしていくという認識です。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 福永議員。 

○９番（福永桂子） ちょっと伝え方が悪かったで

すけれども、私もこれからの準備段階について申し

上げた次第です。 

 こういうことがありましたので、ちょっと住民の

意見を集約いたしましたら、４つの希望を市長に伝

える形になるんですけれども、１つ目は住民の意見

を大切にしてほしいなということ、そして２つ目は

納得感のある計画にしてほしいなということ、そし

て３つ目は通学の安全面もしっかり配慮してほしい、

そして４つ目に今後も住民との対話を続けていって

ほしいということです。何かをおっしゃりたいこと

ありますか。 

○議長（馬場 衛） よろしいですか、市長。 

○市長（田内浩之） ちょっと御質問として受け止

めましたが、今福永議員がおっしゃっていただいた

ことはとても大事なことだと思っています。ただ、

進め方としては、ゼロベースから市民の皆様の御意

見を伺って一緒につくっていく方法もあれば、ただ、

ある程度のスピード感を持ってやる必要が今回の場

合はあると思っていますので、そうした場合にはや

はりたたき台みたいなものはこちらのほうから出さ

せていただいて、それを基に議論をしていただくっ

ていう方法もあるかと思いますので、どちらかとい
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うと今回の北部地区の小・中学校再編の準備委員会

のこれからの進め方というのは、やっぱりたたき台

をこちらからお示しをして、そこに関して御意見を

いただくという進め方が私はあるべきかなと考えて

おりますので、そのたたき台を出すということに関

しては御理解をいただけるとありがたいかなと思い

ます。なので、ただそれが決定事項ではないという

ことで、これも御理解いただければありがたいです。

よろしくお願いいたします。 

○議長（馬場 衛） 福永議員。 

○９番（福永桂子） 分かりました。小・中学校の

再編は、本当に子供たちの学びの環境とか地域の未

来が大きく関わっている重要な施策ですので、地域

住民にとっても本当にとても関心が高いんです。不

安や期待が入り混じって、皆さん待っている状態だ

と思います。なので、今後とも対話を大切にしてい

ただいて、保護者の意見をやっぱり踏まえながら十

分な配慮の下、よりよい教育環境づくりを進めてい

ただくことを期待しています。 

 これで私の質問は終わります。 

○議長（馬場 衛） 以上で、９番 福永桂子議員

の一般質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 次に、17番 神谷里枝議員の

発言を許します。 

  〔17番 神谷里枝登壇〕 

○議長（馬場 衛） それでは、17番 神谷里枝議

員どうぞ。 

○17番（神谷里枝） 17番 神谷里枝。通告に従い

まして一般質問を行います。 

 まず、主題１の財政健全化対策についてでありま

す。 

 質問しようとする背景や経緯でございますが、担

当者の御尽力にもかかわらず、公共施設再配置基本

計画や学校再編をはじめとする各種計画もなかなか

思うような進捗が図られておりません。社会保障関

係経費などをはじめとする経常経費の増加に加え、

老朽化した公共施設の改善など、大型ハード事業に

よる投資的経費の増額が見込まれる中、さらなる歳

入増の必要性を感じております。 

 そこで、経常的経費削減にも限界があり、自主財

源確保をさらに推進していただきたい思いで質問さ

せていただきます。 

 質問事項１、中期財政計画においてであります。 

 最初に、税外収入の確保について、観光シティプ

ロモーションを強化推進し、ふるさと納税の増収に

つなげるとありますが、成果と今後の課題をお伺い

いたします。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。産業部長。 

  〔産業部長 太田英明登壇〕 

○産業部長（太田英明） お答えをします。 

 ふるさと納税の増収につなげるため、シティプロ

モーションと連携をした取組を進めております。 

 具体的には、市外のイベントにブースを出展し、

観光ＰＲとともにうなぎや湖西ポークのプレゼント

企画を実施し、併せてふるさと納税のＰＲを行って

おります。 

 また、湖西市の公式ＬＩＮＥを活用したプレゼン

ト企画では、うなぎや乾電池、伸東ヒラメなどの返

礼品を商品として提供し、湖西市の魅力を発信して

おります。 

 近年、ふるさと納税の競争が激化する中で、本市

の返礼品をより多くの方に知っていただくことが重

要です。シティプロモーションとの連携によりまし

て、多くの方に湖西市の特産品をＰＲできたことは

成果というふうに考えております。 

 今後は、ゴルフ場のほうでも導入を始めましたが、

現地決済型ふるさと納税を飲食店などにも拡充し、

湖西市を訪れた方が特産品を実際に味わい、購入し、

リピーターとなっていただけるよう取り組んでまい

ります。また、より多くの方に本市の魅力を伝える

ため、新たな返礼品を開発にも力を入れてまいりま

す。 

 担当課の職員だけではちょっと限界があるもので

すから、担当課以外の職員やまた事業者と情報交換

をしながら、魅力的な返礼品を一品でも多く増やし

ていきたいと考えております。 

 さらに、シティプロモーションと連携をしたＰＲ

活動や本年度も効果を上げた有料広告などを活用し
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まして、ふるさと納税の増収につなげていきたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷議員いかがですか。 

○17番（神谷里枝） 御答弁ありがとうございます。

最後のほうの答弁に私は関心を持っているわけです

けれども、やはりふるさと納税が伸びている地域っ

ていうのは、この市役所内等で例えばその気のある

人で手挙げ方式とかいろいろでチームをつくって、

いかにふるさと納税を上げていくか、返礼品の開発

も行っているかっていうところがすごく伸びている

ものですから、湖西市もぜひ、そういった手挙げ方

式でもいいですし商工会と民間企業、優良な企業も

ありますのでそういった方たちの能力をお借りして、

湖西市独自の返礼品を開発する。そういったときに、

返礼品を開発するにも東伊豆町さんなんかはふるさ

と納税の原資をちょっと活用して、またそういった

商品開発にも取り組んで、今あそこは６億円ぐらい

あるっていうお話を伺っておりますので、やはり

個々で淡々とやっているんではなくって、湖西市挙

げて返礼品開発に取り組み、税収増につながる体制

をぜひとも構築していただきたいと思います。 

 期待しておりますので、早急にそういった体制づ

くりをお願いしたいと思います。 

 では、次に移ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○17番（神谷里枝） 次、②になりますけども、資

産の活用につきそして、新居焼却場や白須賀幼稚園

など、現在使用されていない施設の利活用の進捗状

況と今後の方針をお伺いします。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（山本敏博） お答えいたします。 

 現在、使用していない公共施設については、湖西

市公共施設再配置計画個別計画の中で、単なる廃止

や建て替えにとどまらず、有効活用の方法などを含

め、将来的な方針を検討しております。 

 例えば、建物を解体せずに別の用途に転用する方

法、解体後の跡地を庁内で活用する方法、建物を残

したまま市有地を売却する方法、さらには地元の団

体等へ譲渡する方法などがあります。 

 なお、新居焼却場は今後解体を予定しており、白

須賀幼稚園については、建物が比較的まだ新しいこ

とから、解体せず有効活用する可能性を庁内のほう

で検討しております。 

 中長期的な財政負担の軽減と平準化を図るため、

計画的に延べ床面積の縮減を進め、公共施設の適切

な配置に努めてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷議員。 

○17番（神谷里枝） 御答弁ありがとうございます。

計画に沿ってなかなか進まないっていうのが現状と

いうのは先ほども申し上げましたし、現状を見てい

てもそのように感じますけども、こういった資産活

用を図っていく上で、担当課の職員としましてもい

ろんな課題も抱えたりするかと思うんですけども、

そういったときにどのような対策とか方法などをお

考えでしょうか、お伺いします。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（山本敏博） お答えいたします。 

 なかなかこういった問題、いろいろ複雑な面もあ

りまして非常に職員のほうもなかなか難しいんです

けども、静岡県のほうで行政経営研究会というもの

がありまして、そちらにファシリティマネジメント、

こういった公共施設の研究をする会のほうがござい

ます。そちらのほうで各種の問題やこういった課題

について、また成功事例について情報共有のほうを

図っております。その中で出た話題といいますか議

題として、譲渡や引受先の見込みが薄い資産を今後

どうしていくかですとか、廃止した施設の計画策定

から廃止や解体のスケジュールをどのように決めて

いったとか、中には管理計画、今後見直しをどうい

うふうにしていくかとか、こういった具体的な課題

のほうを情報共有、検討のほうをしておりますので、

積極的に職員もそちらのほうに出席しまして、他市

と県のほうと情報交換をして、なるべくこういった

問題を解決できるように努めていきたいと思ってお

ります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷議員。 

○17番（神谷里枝） 御答弁を伺ってちょっと安心
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しました。市の職員の方で、こういった資産活用と

か不動産的なものって本当になかなか難しい、職場

を配属されてそこへ行ったらそういった仕事をしな

いといけないっていうと、なかなか専門知識を得る

のも難しいかなっていうのをちょっと懸念していた

んですけども、ただいまの部長の答弁で検討、そう

いう連携が取れていて、情報を共有しながら資産活

用を図っていっているっていうことが確認できまし

たので、今後ともまた、例えばそういう研修会があ

るよっていうので、ほかの部署の職員も参加できる

ような状況であれば、職員にも情報共有しながら研

修を重ねていっていただけるとありがたいかなと思

います。ありがとうございます。 

 やっぱり資産活用といいますと、新たな収入源の

確保とか、財政支出を抑制する手段によりまして、

次世代にも良質かつ充実した行政サービスの継続が

図られますよう御尽力をいただきたいと思います。 

 では次に、③に。 

○議長（馬場 衛） ③ですね、どうぞ。 

○17番（神谷里枝） 移ります。財政情報の積極的

な公表についての成果と課題をお伺いいたします。

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（安形知哉） お答えをいたします。 

 成果につきましては、本市の政策実現のために目

指すものや、大型プロジェクトの施策を含んだ財政

情報を公表することで、市政に対する透明性・信頼

感の向上につながっております。また、公表後、市

民の皆様から問合せや御意見をお受けすることから

情報が届いており、一定の成果を得ているものと認

識をしております。 

 課題につきましては、財政情報をより多くの市民

の皆様に関心を持っていただくことが必要であると

考えております。引き続き、図やイラスト、グラフ

などを活用して見える化した分かりやすい予算書を

作成し、情報発信をしてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷議員。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。本当

に分かりやすい予算書っていうのが、市民向けの情

報公開かなとは思っておりますので、ありがたく思

っております。 

 そういった中で、本当に先ほどもありましたけれ

ども学校再編とかにつきますと、なかなか教育環境

の立場を最優先して、なかなか財源等のお話ができ

ないというのは重々承知はしてるんですけども、こ

こまでいろいろ平行線をたどってると、私個人とし

たらある程度、湖西市内の児童１人当たりにかかる

費用なんか比較しやすい資料を作成して、それをそ

の地域の方々に示して、だからこういったことでこ

の事業を進めるんですよって、ある程度踏み込んだ

資料も提供していったほうが、より事業進捗も図り

やすいし、その地域の方の理解も得られやすいんで

はないかなという気が、何回傍聴してもそこへ行き

着いてしまうものですから、またちょっとそういっ

た情報提供の仕方も御検討いただければと思ってお

りますのでよろしくお願いいたします。ありがとう

ございます。 

 大きな２番目。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○17番（神谷里枝） 国において、103万円の壁が

議論中で、本当に二転三転して未確定な状況ではあ

りますけども、予測される税収減への対応としまし

て、現時点での市のお考えをお伺いいたします。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（安形知哉） お答えをいたします。 

 税制改正については、議員おっしゃるとおり議論

中であり、制度は今後どのように改正されるかとい

うのは国のほうで今検討中ということで、まだ明確

になっておりません。ということで、現在お答えに

ついてはなかなか難しいと考えております。しかし

ながら、地方公共団体における税収減というのは懸

念をされておりますので、財政運営や住民サービス

への影響も考えられます。そういう中で、国に対し

て全国市長会などで、税制改正に伴う影響により行

政サービスに支障を来すことがないよう、国の責任

において恒久的な財源確保をするよう強く求めてい

るところでございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷議員。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。そう
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いった状況は理解できます。昨日もちょっと、不交

付団体云々でやっぱり交付率が低いよってお話があ

ったわけですけども、最近湖西市はずっと地方交付

税の不交付団体っていう状況なんですけども、庁内

で交付団体として財源確保に向けた方策を議論した

りはしてるんでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（安形知哉） お答えをいたします。 

 交付税について、やはり決められたルールがあっ

てそれに基づいて算出するわけなんですが、やはり

不交付団体という中で、やはりその部分を例えば国

のほうへの要望活動であったり、市長会を通しての

要望活動に対して、不交付団体としての税収面での

メリット・デメリットの部分を国のほうに要望をし

ております。 

 あとは、やはり庁内で不交付団体による、やはり

財政的に厳しいもんですから、そこについては稼ぐ

力であったりそういうものを、職員に対しては周知

をして努めているというのが現状でございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷議員。 

○17番（神谷里枝） 県内でも４か所ぐらいですか、

不交付団体として存在していると思うんですけども、

そういった県内の不交付団体との連携を取って国に

要望活動とか、そういったことはいかがなんでしょ

うか。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（安形知哉） お答えをいたします。 

 国への要望については、湖西市単独でもいつも夏

場にやってるんですが、ちょうど今年っていうか令

和６年度10月秋頃に、湖西市と富士市、函南町、あ

と御殿場市４市で、不交付団体の自治体として国の

ほうに要望活動を１回しております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（安形知哉） 函南町ではありません。

長泉町でした、すいませんでした。訂正いたします。 

○議長（馬場 衛） 神谷議員。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。やっ

ぱり少数ですので、より積極的に活動していかない

となかなか国のほうもこの不交付団体、財政力指数

の関係っていうこの制度自体は、なかなか見直して

くれないっていう現状には当たりますし、例えば県

内のその４市町で、今後もそういった活動を継続し

ていくっていうようなことはどうなんでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（安形知哉） やはり、今ちょうど県内

でもそういう動きがありましたので、こちらについ

ては継続してまた要望等を進めていきたいと考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷議員。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。大変

言いにくいですけども、前市長はそういった財務省

にいらっしゃったっていうことで、そういった人脈

も使って国に対して積極的に要望活動等を行ってい

ただいておりました。田内市長におかれましては、

ぜひともこういった財源確保に向けて、国に働きか

けていくっていう何かそういったお考えを、もしお

伺いできればと思います。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（田内浩之） 御質問ありがとうございます。 

 影山市長ほど私は国に対して人脈はございません

ので、ただ、そうは言ってもやはり今神谷議員がお

っしゃるとおり、不交付団体にとってなかなか厳し

い状況になっているところを連携して、要望してい

くっていうのはとても大事なことだと思っておりま

すので、そこに関しましては、話としてはやはりお

互いの、それこそ長泉町の町長さんですと、県会議

員のときもお話をたくさんいただいてましたので、

そういったことはしっかりと国に働きかけをしてい

きたいなと思いますので、そういった国との人脈と

いうものでも、ぜひまた市議の皆様にも御協力をい

ただけるとありがたいなと思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷議員。 

○17番（神谷里枝） ぜひとも、市長とまた議会も

共に湖西市のためにこういった要望活動を、充実し

ていかなければいけないなと感じておりますのでよ

ろしくお願いいたします。 
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 では、主題１のことに関しましては、市民に持続

可能なまちづくりについての理解と行政経営上の適

正な判断や、全庁挙げての稼ぐ力の意識向上、実践

等を行って、財政健全化対策を図っていただきたい

と思いますので、まずは職員の稼ぐ力への意識につ

いての醸成作業といいますか、そういったことにぜ

ひとも取り組んでいただきたいと思っております。

よろしくお願いいたします。 

 では、主題２に移ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○17番（神谷里枝） 地域公共交通についてであり

ます。 

 質問しようとする背景や経緯でありますけども、

湖西市地域公共交通計画はまちづくりと連携し、持

続可能な運送サービスの提供確保に向け、事業進捗

が図られております。昨年10月からコーちゃんバス

の運行経路の見直しや、免許返納者への優遇措置も

見直されたばかりですけども、新聞報道にて新たな

取組の検討が報道されました。 

 そこで、質問の目的でありますけども、１月31日

に新聞報道されました内容と、湖西市地域公共交通

計画の整合性について確認したく質問させていただ

きます。 

 １点目、免許返納者への支援として、乗合タクシ

ー１回500円以下の利用料や、月額制で乗り放題と

なる制度も検討しているとのことですけども、もう

少し詳細説明をお伺いいたします。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部理事。 

○都市整備部理事（匂坂隆拡） お答えさせていた

だきます。 

 免許返納者への支援措置につきましては、返納後

の外出機会を増やし、暮らしの質を維持する有効な

対策であると認識しており、昨年10月のコーちゃん

バスの運行改正に合わせて見直しを実施したところ

でございます。 

 まずは、昨年10月に見直しをしました免許返納者

への支援措置の効果について、確認評価を行いたい

と考えております。その上で、さらなる見直しの必

要性が認められる場合には、次年度行います現行の

湖西市地域公共交通計画を更新する作業と併せまし

て、免許返納者への支援制度の拡大を検討してまい

りたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷議員。 

○17番（神谷里枝） 御答弁ありがとうございます。

やはりそうですね、３か月足らずで浸透するかしな

いうちに、またこういう新たな情報が提供されてし

まうと、ちょっと市民のほうも戸惑ってしまうので

はないかっていうことで懸念を持っておりました。

ただいまの御答弁で、ちょっと検証するということ

で安堵いたしました。 

 ただいまの答弁で、そうしますと新聞報道されま

した件につきましては、導入時期や予算反映ってい

うことについては、検証結果をまとめた上でってい

う理解をしておればよろしいでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部理事。 

○都市整備部理事（匂坂隆拡） 議員おっしゃると

おりでございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷議員。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。 

 では、２点目に移ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○17番（神谷里枝） 湖西市地域公共交通計画に大

きな方針転換はあるのか、お伺いいたします。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（田内浩之） 御質問ありがとうございます。 

 現在の湖西市地域公共交通計画の計画期間は、令

和７年度までとなっていることから、次年度、令和

８年度から令和11年度を計画期間とする次期計画を

策定することとしています。 

 これまでのＪＲ駅を中心とした都市拠点等と周辺

部の生活拠点等を公共交通でつなぐ基本方針を踏ま

え、試行的にデマンド交通の運行曜日の追加や時間

帯の拡大等の拡充を行い、利用ニーズや運行上の課

題、市の負担等を確認しながら、利便性と持続可能

性を両立した公共交通を検討していきます。 

 そのようなアプローチの仕方を考えており、公共

交通として目指す方向性は変わらないと考えていま

す。また、次期計画の策定に当たっては、人口減少
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や高齢化の進行、コロナ後の生活様式の変化、ドラ

イバーの働き方改革等の社会経済情勢の変化も踏ま

え、計画の方針を定めた上で、成果目標や具体的な

施策の検討を進めていきたいと考えています。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷議員。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。湖西

市としましたらコーちゃんバスとデマンド型の乗合

タクシーですかね、そういったものを連携しながら

交通弱者対策を進めていく、その方針に変更はない

っていう答弁をいただきましたので、理解いたしま

す。 

 そういった中で、今まで公共ライドシェア連絡協

議会っていうものがございまして、それは前市長が

たしかリーダーシップを取って浜松市、磐田市、湖

西市でこの連絡協議会を立ち上げたような認識を私

は持っているんですけども、田内市長はこの連絡協

議会についてどのように関わっていくおつもりでし

ょうか。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（田内浩之） 神谷議員ありがとうございま

す。 

 公共ライドシェアのところに関しては、これから

法律もきっといろいろと変わっていきますし、世界

や日本国内見てもいろんな取組がこれから出ていく

と思っていますので、他市との連携という意味では、

しっかり勉強させていただく機会という捉え方をし

たいなと思っております。 

 まず、コーちゃんタクシーを一気に拡充をさせま

す。来年度、それと同時並行で公共ライドシェアの

実験もやります。それが来年になるんですけども、

ただその次の考え方といたしましては、コーちゃん

タクシーを一気に拡充をさせていただきますので、

その上でもし運転手さんが足りてないよというよう

な状況になれば、その公共ライドシェアの実装、実

証じゃなくて実装のほうを組み合わせるってことも

考えていく必要があるかなと思っておりますが、先

ほど匂坂理事のほうからもお話があったとおり、タ

クシー業者さん、結構人が比較的潤沢にあるという

お話をいただいておりますので、その状況も鑑みな

がらどの組合せが最適かっていうのをこれから研究

をして、決めていきたいなと考えています。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷議員。 

○17番（神谷里枝） すいません。理事にちょっと

確認したいんですけども、この公共自治体ライドシ

ェア連絡協議会っていうのは、影山市長がたしかリ

ーダーシップを取って進めた事業だと思うんですけ

ども、私の認識違いでしたら訂正したいと思います

がいかがですか。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部理事。 

○都市整備部理事（匂坂隆拡） 議員おっしゃると

おり、前影山市長がかなりリーダーシップ取ってい

ただいて、全国のいろんな自治体と連携するような

形で進めてきていたと認識しております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷議員。 

○17番（神谷里枝） ですので、これを踏まえて田

内市長は、またこういった公共ライドシェア連絡協

議会において、ある程度リーダーシップを発揮され

て関わっていくのかどうかをお伺いしたつもりなん

です。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（田内浩之） リーダーシップを取るかと聞

かれれば、多分取りませんとお答えをさせていただ

きます。なぜなら、私も職員さんも労力が限られて

いますので、今は湖西市民の皆様にそのコーちゃん

タクシーを拡充して、市民の満足度を上げるという

ところに全力を注ぐつもりですので、そこに力を注

ぐという考えは今のところありませんが、ただ、今

度研究・勉強という機会ではとてもいい機会と捉え

ておりますので、そういった意味では前向きに会議

に参加をさせていただければありがたいなと思って

います。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷議員。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。確認

できました。デマンド型乗合タクシーを広めていく

っていうことは、逆に市の持ち出し分が増えるって

いうことになるかと思うんですけども、その辺につ



１０６ 

いてのお考えはいかがなんでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（田内浩之） 御質問ありがとうございます。

神谷議員おっしゃるとおり、持ち出しが当初は間違

いなく増えてくると思います。ただ、考え方として

は便利にした上で、市民の皆様にたくさん利用をし

ていただいた上で、コストのところでどのように削

減できるか、効率化できるかっていうのをこれ考え

ていきたいなと思っております。ただ、最終的には

完全に市からの持ち出しがゼロになるかというと、

そこまで私は難しいと思っていますので、その市か

らの持ち出しを便利にした上でどれだけ下げられる

かと、そこが結構肝になってくるのではないかなと

考えています。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷議員。 

○17番（神谷里枝） いかに費用対効果を上げられ

るかっていうことかなと解釈しました。 

 ではこの主題２については終わります。 

○議長（馬場 衛） 神谷議員、質問の途中ですけ

ど、開会から１時間たちましたのでここで暫時休憩

とさせていただきます。再開を14時15分とさせてい

ただきます。 

午後２時01分 休憩 

───────────────── 

午後２時15分 再開 

○議長（馬場 衛） 休憩を解いて会議を再開いた

します。 

 引き続き、17番 神谷里枝議員の一般質問を行い

ます。主題３、質問要旨の１番目からとなります。

神谷議員どうぞ。 

○議長（馬場 衛） 神谷議員。 

○17番（神谷里枝） では、主題３の施政方針につ

いてお伺いいたします。 

 質問しようとする背景や経緯でございますが、地

域医療の要である湖西病院の経営改善を一層進めて

いきたい。市からの多額な繰入金で成り立つ現状を

変えていくことが最優先事項であり、新病院建設の

構想も一旦中断する方針が公表されました。 

 そこで目的でありますが、市内外の医療機関との

連携協定の進捗が図られる中、地域医療の要である

湖西病院の方向性を確認するために質問させていた

だきます。 

 １点目、営業外助成を削減する手段についてお伺

いいたします。 

○議長（馬場 衛） 市長、答弁をお願いします。 

○市長（田内浩之） 御質問ありがとうございます。 

 医療という本業で生み出す利益、いわゆる医業収

益を向上させることが重要と考えております。 

 その一つとして、まずは外来患者数を増やすこと、

次に健康診断の受注の増加に取り組むこと、さらに

は健診結果を外来診療につなげるよう努めてまいり

ます。 

 また、繰入金削減に直結するものではございませ

んが、職員の接遇向上も必要と考えております。市

民に選ばれ、患者が満足する病院であるために、引

き続き病院全体の接遇マナー向上に取り組んでまい

ります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷議員。 

○17番（神谷里枝） 御答弁ありがとうございます。 

 先ほど、同僚議員の答弁でも外来患者の増ってい

うことと、健診の企業健診も含めるんですかね、こ

れ。企業健診も含めるということでまずはよろしい

ですか。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（田内浩之） 御質問ありがとうございます。 

 もちろん企業の健診もここに含まれます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷議員。 

○17番（神谷里枝） まず企業健診につきましては、

病院改革プランを策定している時期にあるその検討

委員のメンバーの方から、湖西市は企業さんが多い

からぜひそことの健診を受けると、すごく収益増に

つながりますっていうお答えがあったかと思うんで

す。それに対して、正直言いまして湖西病院側さん

のほうがあまり乗り気ではなかったような気がしま

す。手薄なのか何なのか分かんないんですけども、

本当に働くまちとしたら外科とかそういった健診を

湖西病院でやってもらえば、こんなに収益につなが
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ることはないと思ったんですけども、その辺につい

て何か湖西病院側として弊害となるようなことはあ

ったんでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（田内浩之） 御質問ありがとうございます。 

 ちょっと私が任期の時の話ではないので、直接の

質問にはお答えを控えさせていただきますが、まず

健康診断の受注の増加をするためには、やはり民間

企業で言うならいわゆる営業活動というものが大事

かと思っております。やはり、頭を下げて丁寧に接

遇して仕事を取りに行くということがとても大事で

す。逆に言うと、こういったことがしっかりできな

いと、病院の経営というのは改善をしていかないと

思いますので、ちょっと過去はどうだったかは私は

分からないですが、もうここは必須だと思っていま

す。あと付け加えるなら、外来患者数のところでご

ざいますけども、ここに関しましても令和７年度か

ら総合診療科の常勤医が着任をいたします。これ私、

県会議員のときから湖西市を少数スポットにしてほ

しいということで取り組んでまいりましたし、これ

に関しましては湖西病院の皆様に汗をかいていただ

いた結晶だったのかなと思っております。ですので、

この常勤医が増えるということでも外来者数のプラ

スになってくると思いますし、あとはやはりちょっ

と先ほども御答弁申し上げましたが広報のところで

も、やはり湖西病院はいい病院なんだと、市民の皆

様に御理解をいただく広報活動というものが大事か

なと思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷議員。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。今の

市長の御答弁にもありましたように、やはりある程

度行政的な立場であっても営業に歩いていかないと、

なかなか収益増にはつながっていかないので、営業

分野に力を入れたいっていうことにおかれましては、

本当に私も賛同させていただきますので御尽力いた

だきたいと思います。 

 それから、外来患者の増についてでありますが、

大変申し訳ないですけども、今定例会の議会運営委

員会におきまして私ちょっと質問させてもらいまし

た。市長は御存じかどうかちょっと確認したいんで

すけども、この２月から湖西病院にかかった患者さ

んへの処方箋で、以前はその処方箋を自分がもらい

たい薬局等でファクスを送っておいていただいて、

もらいに行けば意外と早めにもらえるっていうそう

いうシステムがあったんですけども、議会運営委員

会で聞いたときにはそれは浜名薬剤師会さんですか

そちらがボランティアで独自にやってくれていたこ

となので、病院としてはあまり関係がないっていう

ようなことでしたけども、それこそ湖西病院はこれ

から包括とかこういった高齢者が多くなっていくっ

ていうようなことを考えれば、幾ら直接病院には関

係ないかもしれませんけれども、外来患者さんを増

やしたいんであれば、なおさらそういった細かいと

この配慮ってすごく大事だと思うんです。だから、

免許返納者とか高齢者、タクシーで行ったりした人

なんかでも２時間ぐらいは待たないとお薬もらえな

い状況です。ＬＩＮＥでも取り扱っていますよって

いうことですけども、みんながみんなＬＩＮＥでそ

の処方箋を写真で撮って、送ってもらいに行ってっ

ていうことができる方ばっかりではないと思うんで

す。私も実際、薬をもらいに行って、時間をおいて

もらいに行ってもまだ待たされるっていう状況が発

生しております。ですので、やっぱり公立病院であ

れば、基本方針の信頼と貢献、この貢献ということ

から考えても、私はそういうごく一部のことかもし

れませんけども、市民なり患者からしたらそれは全

て湖西病院の対応って取れてしまうんです。だから、

そういったところもよく、それこそ市長部局ももう

少し関わって経営改善を図っていくっていうことで

したので、私はそういう利用者からの立場も本当に

視点を当てて、今後、公立湖西病院、税金を投入し

て維持していくんであれば、そういうささいなこと

でもすごく市民に対しての貢献、配慮というのは重

要なことだと感じております。そういったことに対

して、市長御存じでしたか、こういうふうに変わっ

たっていうことが。 

○議長（馬場 衛） 神谷議員、ただいまの意見に

ついて、あなたの意見だというふうな思いはしてい

るんですけど、質問という意味では施政方針とちょ
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っと離れちゃうもんですから、運営自体のところに

ついては分かりますので、神谷議員の意見というこ

とでさせていただきたいと思うんですが、いかがで

すか。 

○議長（馬場 衛） 神谷議員。 

○17番（神谷里枝） 営業で外来患者を増やしてい

くっていう御答弁でしたので、それに対してこうい

う現状がありますのでいかがですかってことを。 

○議長（馬場 衛） そこの認識だけでいいですか。 

○17番（神谷里枝） いかがですかっていうことを

お聞きして、市長がそれを認識しているかどうか。

実態を言わないと分からないと思ったので言いまし

た。 

○議長（馬場 衛） そこの部分については承知し

ておりますので、それでは市長、そこの認識だけ。 

○市長（田内浩之） 神谷議員、御質問ありがとう

ございます。その処方箋のやり方が変わったってい

うのは私も認識をしておりましたが、ただ申し訳な

いことに私も勉強不足でして、それで今の神谷議員

のお話だと、市民の皆様に多大な御迷惑がかかって

いるということに関しては認識してなかったもので

すから、しっかりちょっと現場と意見を交換して、

改善できるものは改善に向かって考えていきたいと

思っております。ありがとうございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷議員。 

○17番（神谷里枝） よろしくお願いしたいと思い

ます。営業外助成を削減するっていうことですけど

も、いろんなところで大きな豊田地域医療センター

とか医大さんとか浜松医療センターとかとも連携し、

相手あっての経営強化プランにおいて削減も計画さ

れていると思うんですけども、そういった中で市長

は令和７年度末に新病院建て替えについてもどうす

るかという判断をしていくっていうことですけども、

１年間でどういったことができる、何が変わるって

いうふうに捉えていらっしゃるんでしょうか。プラ

スアルファで改革しないといけないっていうことも

新聞には掲載されておりましたけども、そのプラス

アルファの部分で先ほど御答弁いただいたことが、

そのプラスアルファっていうことなのかどうかお聞

きしたいと思います。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（田内浩之） プラスアルファのところに関

しましては、先日答弁をさせていただいたとおりで

ございます。例えば今、需要はあるけど行われてな

い日曜診療をやったりですとか、あとは病院の先生

の、失礼しました。神谷議員、もう一回確認なんで

すけども、患者数を増やすところ、大変失礼しまし

た。患者数を増やすところであれば、やはり日曜の

診療なりということは、私から提案はさせていただ

いております、プラスアルファのところで。ただ、

じゃあ私と病院側、現場をどちらが分かってるかと

いったら現場のほうが絶対分かっていると思うんで

すね。ですので、基本は外来の患者数を増やすとい

うことに対してもやはり現場の皆さんで考えていた

だいて、ぜひいろんな案をくださいということで私

はお願いをしているところでございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷議員。 

○17番（神谷里枝） いずれにしましても、相手の

あることですし、患者を増やすということは医療費

もまた上がっていってしまうということもあります

し、なかなかうまく整合性が取れないところかなと

いう気はしますけども、取りあえずこの１番目につ

いてお聞きしたいことは分かりました。ありがとう

ございます。 

 次が、老朽化対策をどのように進め、どの状況に

なったら中断した方針の再検討に入るのかお伺いい

たします。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（田内浩之） ありがとうございます。 

 修繕５か年計画、これは令和６年度から令和10年

度まででございますがこれを策定し、計画的な修繕

を行っているところでございます。 

 突発的に追加修繕が必要になる場合もあり得ると

思われますが、安全性を確保し、診療機能を低下さ

せないよう優先順位をつけ、計画的に修繕を進めて

まいりたいと考えております。 

 なお、新病院建設の基本構想の再開につきまして

は、経営改善のめどが立ったところで改めて検討し

ていきたいと考えているところでございます。 
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 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷議員。 

○17番（神谷里枝） 経営改善のめどが立ったとこ

ろでっていうことで、それが令和７年度末までには

そのめどが立てばっていうふうに解釈をします。 

 約２億円もの減額となりますと、今までも本当に

病院の職員の方も、また今の病院長をはじめ管理者

はじめいろいろ御尽力をされてきていまして、今や

っとこういった経営強化プランに基づいて何とかや

っていこうとしている矢先なんですね。市長は、今

のお考えですと令和７年度末、令和８年の３月ぐら

い、３月では遅いと思うんですね。もう令和７年10

月ぐらい、遅くても10月ぐらいから予算編成には入

っていくと思いますので、それ以前にある程度の成

果を上げるなりなんなりしていないと難しいんでは

ないかと思うんです。できれば、当然やっていたこ

とだと思うんです。議会も以前から、この基準外繰

り出しについては質問してる議員もおりましたので、

当然認識はしていたと思います。そういった中で、

期限を切って令和８年３月、私は令和７年10月かな

って予算編成の関係から思ったんですけども、本当

にその可能性ってめどが立つって思っていらっしゃ

いますか。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（田内浩之） 御質問ありがとうございます。 

 病院の経営改善というものは、民間病院であれば

当然当たり前のようにやっていることではあります。

ただ、やはり公立病院は例えば救急ですとかああい

ったものはお金がかかりますし、それを持たなけれ

ばいけないということでコストが上がる要因にはな

っていますけれども、ただ、いわゆる一般的な民間

病院がやっている経営改善というものは、私は民間

でできるのであれば公立病院でもやれると思ってお

ります。 

 先ほど申し上げたように、例えば企業さんに対す

る営業活動といったものは、私の目から見ればやれ

ることだったけど今までやっていなかったという認

識です。ですので、やはり私は職員さん含めて頑張

ってくださると信じておりますので、ある程度１年

たてば、しっかりと経営改善のめどをつけてくれる

ものだと考えています。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷議員。 

○17番（神谷里枝） 目標額に達しなくてもそう判

断されますか。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（田内浩之） 以前の答弁でも申し上げたと

おり、金額は一つのめどでもあるんですけども、た

だ、こっからその先１年、２年は、例えば長期では

５年とか、５年後にこのやり方だったら改善をして

るだろうなっていうめどが立てば、例えば１年後に

金額が達成してなくても私はゴーを出します。ただ、

これもう全然やるべきことをやっていないと、この

まま続けてもどんどんどんどん繰入れが増える一方

だろうと私が判断をすれば、ほかの方法をいろいろ

考えていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷議員。 

○17番（神谷里枝） 大変重い市長のお考えを今御

発言いただいたと解釈いたします。 

 そういった中で、予算編成方針とかいろいろ見て

いく中で、建て替えの方針は変わらないけども経営

改善のめどが立つまで建て替え中断っていうことを

公表されておりますけども、例えば基本構想案の期

間を延長して、建てるということはそこでまた延び

るかもしれませんけども、中断っていうことではな

くて期間を延長して、また策を練るということでも

よかったんではないかなって私は考えるんですけど

も、市長の中にはそういったお考えはなかったとい

うことですか。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（田内浩之） 御質問ありがとうございます。 

 私の中ではなかったとお答えをしたいと思います。 

○議長（馬場 衛） 神谷議員、残り時間のほうも

考慮いただきたいと思います。神谷議員どうぞ。 

○17番（神谷里枝） 新しい市長の方針は方針でい

いと思うんですけども、やっぱりそれに関係してい

る方がこういった表現、発言を聞いて例えば総合医

療診療、先生を要請するように、豊田地域医療セン

ターのほうから医師を派遣してもらうとか、そうい
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った中で市長は医師の給料体制の見直しとかそうい

うことも言われております。というと、それを聞い

た周りの方が本当に田内市長の方針をよく理解して

くださっていればいいかもしれませんけども、もし

そうでなかった場合、ただいまのこういった市長の

御発言が周りに波紋を広げるっていうふうには解釈

しませんか。お医者さんとか看護師さんそれから、

要するに医療従事者関係も。私、前にも議員全員協

議会で言ったと思うんですけども、より慎重にこの

医局等のことに関しては、御発言いただいたほうが

よろしいかと思いますということを御助言させてい

ただいたと思うんですけども、そこら辺の懸念はお

考えにはなりませんか。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（田内浩之） 神谷議員がおっしゃっている

ことはよく分かります。ですので私も先日、湖西病

院の院長先生はじめお医者さんの皆様、あとは看護

師さんの皆様、そして現場の皆様がいらっしゃると

ころで、私の考えというものを直接お話をさせてい

ただく機会を設けていただきました。ですので、ま

だ浸透、職員の皆様に100％浸透しているかといっ

たらそうではないと思います。ですので、必要に応

じてしっかりと対話を重視して、丁寧に御説明をし

ていきたいなと考えています。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷議員。 

○17番（神谷里枝） 医大、医療センター、それか

ら豊田地域医療センターですか、そういったところ

に出向いて新市長の病院経営強化プラン等に対して

のある意味ちょっとした方針転換ではございません

けども、そういった趣旨の説明はされたんでしょう

か。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（田内浩之） 御質問ありがとうございます。 

 今３つ、浜松医大と浜松医療センターとあとごめ

んなさい、ちょっと聞き漏らしてしまって最後もう

一個教えていただいてよろしいですか。 

○議長（馬場 衛） 神谷議員。 

○17番（神谷里枝） 今、経営強化プランの中で連

携を取って地域医療を何とかしていきましょうって

いう中で、浜名病院さんももちろんそうですけども

医大それから医療センター、そして豊田地域医療セ

ンターでしたか、そういうところとも連携協定を進

めていっていると思うんです。やっぱり湖西病院を

助けてもらうにはそういうところの連携が必要不可

欠だと思うもんですから、新市長になられてこうい

う方針でしばらくこういう方向で行きたいので、ぜ

ひとも御協力・御理解っていうそういった行動を起

こされたかどうかの確認です。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（田内浩之） 御質問ありがとうございます。 

 今、神谷議員がおっしゃっていただいた中では、

浜松医大と浜名病院さんとはきっちりこの私の考え

方というものについてはお話をさせていただきまし

た。それ以外のところにはまだ訪問ができてない状

況です。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷議員。 

○17番（神谷里枝） いずれにしましても、地域医

療を守っていくっていう意味では、なかなか難しい

いろんな問題が絡み合っていると思いますので、連

携も取っていただいてるということですし、本当に

いいコミュニケーションを築いていただいて、地域

医療の要となる湖西病院をうまく守っていっていた

だきたいと思っております。 

 最後になりますけども、今回、一般質問を通じて

主題２と３のことで感じたことですけども、やはり

よく市長の口からも出るんですけども、議員の時代

との立場とは違いまして、市長の発言は非常に重い

ものがございます。職員のやる気はもちろんのこと

ですけども、信頼関係を構築して市民に信頼される

行政運営の陣頭指揮を執っていただけますようお願

い申し上げまして、私の一般質問を終わります。御

答弁ありがとうございました。 

○議長（馬場 衛） 以上で、17番 神谷里枝議員

の一般質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 次に、11番 土屋和幸議員の

発言を許します。 

  〔11番 土屋和幸登壇〕 
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○議長（馬場 衛） それでは、11番 土屋和幸議

員どうぞ。 

○11番（土屋和幸） 土屋です。よろしくお願いを

いたします。 

 私は、障害者支援についてお伺いをいたします。 

 障害者支援と申しましても、数多くあるのでその

中の一部についてをお伺いをしますので、よろしく

お願いいたします。 

 質問しようとする背景や経緯でございますが、障

害者支援総合支援法が施行されて10年以上たちます。

細部まで支援され感謝しておりますが、気になる点

があるためお伺いをいたします。 

 相談支援事業のサービス利用者は、市または指定

相談支援事業所に相談をし、面接によるアセスメン

トと障害者支援区分の認定後、サービス等利用計画

を作成いたします。この相談を受ける相談専門員は、

サービス事業者との連携・調整等と年１回以上の利

用者宅へ訪問及びモニタリングを継続的に行ってお

ります。そうしたことを踏まえ、相談支援事業者の

在り方についてをお伺いをいたします。 

 質問の目的でありますが、障害者の皆さんが地域

で楽しく暮らせることを期待できるようにしたいた

め質問をいたします。 

 質問事項に入ります。 

 １番、市内在住の障害者の方々のうち、障害者作

業所で働いている人数をお伺いします。 

 なお、人数は市内のＡ型、Ｂ型、市外のＡ型、Ｂ

型それぞれで教えていただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。健康福祉部長。 

  〔健康福祉部長 太田康志登壇〕 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 就労継続支援事業所を利用している人数は、令和

７年１月31日現在で、市内の事業所についてはＡ型

が62名、Ｂ型が123名です。市外の事業所につきま

してはＡ型が７名、Ｂ型が28名となっています。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋議員。 

○11番（土屋和幸） ありがとうございます。それ

で、１番目はお伺いしましたのでこれで結構でござ

いますが、年１回以上のモニタリングは誰がどのよ

うに実施していてどこに報告をするのか、そのチェ

ックの体制についてをお伺いいたします。 

○議長（馬場 衛） ２番目でいいですね。 

○11番（土屋和幸） ２番目でいいです。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 モニタリングにつきましては、利用される福祉サ

ービスによって異なりますが、例えば新規利用者の

場合、計画相談支援事業所の相談支援専門員がサー

ビス開始の最初の３か月間は毎月、その後は６か月

ごとにモニタリングを実施している状況でございま

す。提出は、湖西市の地域福祉課のほうに提出して

いただくことになっております。チェックにつきま

しても、地域福祉課のほうでチェックをしていると

いうのが現状でございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋議員。 

○11番（土屋和幸） モニタリングのほうも同じで

すね、ありがとうございます。それで、ここから教

えていただきたいんですけども、障害者のいわゆる

相談事業所は、市内に何か所あるかをちょっと教え

てください。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 計画相談事業所は、市内に６か所でございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋議員。 

○11番（土屋和幸） ありがとうございます。それ

で、いわゆる作業所に通勤っていうか通学するため

には、全ての利用者がそういったモニタリング計画

相談を受けているというふうに理解してよろしいで

すか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 議員おっしゃるとおりでございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋議員。 

○11番（土屋和幸） それで、そのサービスの相談
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支援事業所は、市から委託を受けているということ

でいいのかどうか、勝手にやってるのかどうかとか

そういったところをちょっと教えてください。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 計画相談支援事業所につきましては、市からの委

託ではございませんで、法人が設置をして法人が運

営をしているというのが現状でございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋議員。 

○11番（土屋和幸） 私がこういった本を読んでる

ときに、市が委託をすることができるというふうに

なっておるですけれども、それはその相談事業所が

私やりたいよ、私の相談所でやりたいよと言えば、

それが市のほうがこの企画の人数とか、そういった

相談事業所に勤める責任者の方がどういった資格が

あるかどうかを確認すれば、それはそれでオーケー

ということでいいですか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 なかなかないケースだとは思うんですが、市のほ

うに相談がございましたときに、市がその計画相談

支援事業所を紹介してお願いするということなのか

なというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋議員。 

○11番（土屋和幸） すみません、私の聞き方が悪

かったですけども、相談支援事業所に行ってくださ

いねっていうのはいいんですけど、その相談支援事

業所を立ち上げるときに市のほうでいいですよって

いうことを言うわけですよね、その企画についてち

ょっと教えてください。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 事業所を立ち上げるときに市が指定することにな

りますので、市のほうに申請をいただいて、市が審

査をして指定をするという流れになっております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋議員。 

○11番（土屋和幸） それで、私が知ってた相談支

援事業所は、いわゆる作業所に相談支援所を設ける

んでなくて、これだけの数の人が、185人の人たち

がここへ行きたいよって言ったときに、いきなりそ

の自分の目指す相談事業所に行って、計画を立てて

くださいっていうお願いをすることになるですか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えをいたします。 

 議員おっしゃるとおり、利用者の方がどこの計画

相談事業所を選ぶのかっていうのは利用者次第でご

ざいまして、その後どのサービスを使うとかという

のは相談員とともに決めていくというものでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋議員。 

○11番（土屋和幸） そうすると、その人がたまた

まここの相談所に行って聞くということになるわけ

ですけども、そうすると相談支援事業所の人は、例

えばですけども自分のいる作業所に人を入れなきゃ

いけない、いやこの人ちょっと面倒だっていろんな

判断すると思うんですけど、そういった判断を本人

が行ったところで、私どこへ行きゃいいですかって

聞いて、あんたはここへ行きなさいよって言っても

らうのか、うちへいらっしゃいって言われるのか、

それは変な話、運を天に任せたような形になろうか

と思うですけど、そのために相談支援事業所が作業

所と一緒にあるっていうのは、いわゆるその人を適

正に判断するのでなくて、その人の行った先がたま

たまそうだったりするっていうそういうことで、当

初はそういうことのないようにということで、相談

支援事業所と事業者とは別棟で別につくるというこ

とが本来だったと思うんですけど、そういったこと

で手を挙げる事業所がなかったのかどうか分かりま

せんが、国のほうが制度としてそういうふうにまあ

いいやってなったんですけども、じゃあなぜやらな

いかといえば、いわゆるその相談支援事業所を設け

ると赤字になる確率のほうがはるかかに高いですよ

ね、そういったところの赤字になるのを覚悟で手を

挙げるっていうとこがあってもいいけど、赤字は嫌

だわって思う人は手を挙げなくても、それはそれで

あとは市が何とかやっていっていただけるもんなん
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ですか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えをいたします。 

 その相談支援事業所を設置するかしないかは、や

はり法人の方の方針で決まっていくものだと思って

ますので、市からお願いをしたりアドバイスをした

りということはないのかなというふうに思ってます。 

○議長（馬場 衛） 土屋議員。 

○11番（土屋和幸） それで、今部長さんがお答え

になったように、それはあくまでも相談支援事業所

のそれぞれの判断でやってるということでおっしゃ

ったと思うんですけども、部長さんはまだ１年とい

うことで御存じないかもしれないけど、市がやって

くれって言われたからやるっていうそういう相談所

も実際あるですよね。そういった声って全然聞こえ

ていませんか、ちょっとその辺だけ、ないというこ

とならないでいいです。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 私の耳に直接そういった声というのは入ったこと

はございません。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋議員。 

○11番（土屋和幸） そうしますと、そういった苦

情はないよと赤字になっててもいいよ、やるよって

いうことですよね。そういうことで、じゃあ市のほ

うには何にもないから、来年からはうちのは計画相

談とかそういったものはやらないという相談所があ

った場合には、それは市のほうで対応していただけ

るもんなんですか、その辺ちょっと確認します。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えをいたします。 

 仮にそういった相談事業所が、もう赤字だから撤

退をしたいという相談があった場合には、市として

は簡単にそう受け入れるものではなくて、やはり困

るのは障害者の方ですので、その辺もしっかり認識

していただきながら、継続を促していくという姿勢

を取っていきたいというふうに思っております。 

○議長（馬場 衛） 土屋議員。 

○11番（土屋和幸） そうしますと、実際には相談

する相手が、当然障害者の方には必要なんですよね。

なので、うちは赤字だからこれについては市のほう

で何とかしてくださいよって、言葉遣いが悪いのか

知らないけども、放り出して、これは皆さんでどこ

かへお願いしてくださいってやることが可能かどう

か、今部長さんは継続してくださいねってお願いす

るっておっしゃったけども、赤字でさらにやってい

かなければならないっていう、私が聞いたところに

よると市から言われればしようがないよねっていう

相談所もあるわけですね。じゃあ、その方たちに市

はお願いした覚えはないから、あなたたちの判断で

勝手にやってくださいよという回答をいただきまし

たということを今お聞きしたので、そういう言葉は

結果としてどうなるか分かりませんけど伝えても構

わないですか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えをいたします。 

 すみません、過去に市から事業所に、法人にお願

いして立ち上げたかどうかということは、ちょっと

今、事実確認ができないもんですから何とも言えな

いところですが、それは法人で何とかしてください

よと冷たく丸投げする、丸投げといいますか法人任

せにするという気持ちは行政としてはありませんの

で、もし相談をいただければそこは真摯に受け止め

て、いろいろ対策を一緒に連携しながら考えていき

たいというふうに思っております。 

○議長（馬場 衛） 土屋議員。 

○11番（土屋和幸） ありがとうございます。でも、

ただそういう話があったということは伝えても構わ

ないですよね。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） 私がここで述べてお

りますので、そこは伝えていただいても構わないと

思ってます。 

○11番（土屋和幸） 分かりました。そういう相談

を受けたときに、繰り返しますけども市はそんなに

つくってくれって頼んだ覚えがないんだから、相談

所のほうと市とまた再度調整をしてやっても、市に

お願いするようにしたらどうだっていう話をしたい

と思います。 
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 といいますのは、その後もう一度後の質問でいき

ますのでよろしくお願いします。それじゃあ３番目。 

○議長（馬場 衛） ３番目ですね、どうぞ。 

○11番（土屋和幸） 軽度の障害者は、グループホ

ームか自宅で生活しなければなりません。生活圏域

で、環境が変わることで生活に困る場合があります

が、そういったケースの場合どのようにお考えかど

うかをちょっとお伺いします。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 障害のある方が困った事態に陥らないように、ま

ずは計画相談支援事業所が障害のある方の心身の状

況や、その方の置かれている環境に応じて御本人及

び御家族の立場に立って、できる限り生活に困らな

いようなサービスの選択肢を提示することが基本で

あると考えております。 

 仮に、生活圏域での環境変化により困ったことが

生じた場合も、相談員と事業者などの関係者が困り

事に向き合い、御本人、御家族に寄り添いながら状

況を改善することが大切であると思っております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋議員。 

○11番（土屋和幸） ありがとうございました。要

は、その都度相談には乗りますよという考え方があ

りましたので、ありがとうございます。 

 じゃあ４番目いいですか。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○11番（土屋和幸） 当初、相談支援事業者は障害

者作業所を設けないって、これは先ほど申し上げま

したので割愛させていただいて、いわゆるそういっ

た相談支援事業者の作業所は赤字になるということ

は、市としては承知はしていただいておるというこ

とでよろしいですか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 法人からは、計画相談支援事業の収入だけでは相

談員の人件費にも満たないということは聞いており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋議員。 

○11番（土屋和幸） 分かりました。それで、赤字

であることは承知していただいてると思うんですけ

ど、それで昨日の市役所だよりを見ると湖西市の地

域包括支援センターの職員募集とか、放課後児童健

全育成事業において、障害児の受入れに当たり、何

人の支援員が増員されますかというのが広報に載っ

てたりするだけど、そういったときにこういう相談

支援事業所は、あくまでも私的な法人のことなので

それはしようがないなっていうところもあるんです

けども、実際に相談支援事業所は人を募集したくて

も来ないんですよね。なぜ来ないかというと給料が

安いからですよ、単純に給料が安いから来ないんで、

それ以外にも理由はあるんでしょうけども、そうい

ったときにそれは内々で我慢してくださいねって、

それで大きな赤字が出てるところはそれをやめれば

いいでしょっていう話になるんですよね、赤字の部

分をね。そうすれば、例えば200万円赤字が出たと

きには、従業員５人なら５人に40万円ずつ配布でき

るわけですね、逆に言うと。赤字の部分を作業所が

負担しているわけですから。そういった方法で、こ

の相談支援事業所であることをやめるのはしようが

ないのかっていうのがあるんですけども、そんなふ

うに今考えました。 

 ちょっと、これ４番はこれでいいです。 

○議長（馬場 衛） いいですか。 

○11番（土屋和幸） はい、５番目ですけども。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○11番（土屋和幸） 市の社会福祉協議会は、赤字

と相談員不足によって相談支援事業から撤退しまし

た。市と社会福祉協議会の関係をお伺いしますが、

そのときも今太田部長に言ってもしようがない話な

んだけど、だけどそういうときに市は懸命に相談支

援事業から撤退しないで、何とか継続してよってい

う働きかけをしたのかどうかをちょっとお伺いしま

す。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 社会福祉協議会が計画相談支援事業から撤退した

ということは聞いております。社会福祉協議会の職

員からも聞いておりますが、そのときの市の対応と
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してどこまで継続をお願いをしたのかっていうとこ

ろまでは、私は確認しておりません。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋議員。 

○11番（土屋和幸） 今、いわゆる４番の質問とい

うか、何とか説得しますよということを当時の市は

やったかどうかも分からないんですけど、そうする

と例えば今言ったように、赤字だからやめますよっ

て言っても２年か３年たてば分かりませんよってい

う話にならざるを得ないよね、普通に考えても。だ

から、社会福祉協議会は赤字になればやめても、別

にどうだっていうこともないような団体というふう

に考えさせてもらってもよろしいですか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 社会福祉協議会は赤字でもいいんだという認識は

私は持っておりません。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋議員。 

○11番（土屋和幸） そういうふうに答えざるを得

ないもんね、実際ね。実際には、だけど現実には相

談事業から撤退してるのも確かだし、こんなこと申

し上げるとなんだけども、当時の相談員の方が非常

に若い方だったですよ、私知ってますけど。相談事

業っていうのは、普通に考えたって、私が普通に考

えるんですよ、35歳以上の方でないと相談で、こう

いう相談支援事業っていうのは例えば１人ぐらいで

やるのがおおむね多いんですよ、そうすると二十歳

やそこらの二十五、六歳の人が１人で関わるのは物

すごい大変で、そういったこともあってそれで赤字

もあると。そういったことで撤退したんですけど、

今部長が言われたようにそれはそれでしょ、しよう

がないとは言わないけどやむを得ないねっていう感

じだと思うんですけど、そうしたときには先ほどか

ら申し上げているように185人もの人たち、それと

か要するに言ってることを考えれば200人余の人た

ちが、全員が全員じゃないんだけどどこへ行ったら

いいのか分かんないけど、どこへ相談に行けばいい

のっていう話になるよね。そうすると、実際にこの

子たちはどこへ相談に行くことになるですか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） 計画相談事業所がも

う受入れができないとなれば、市内の他の計画支援

相談所、もしそこがいっぱいであれば、また市外の

計画相談所に紹介するということになっております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋議員。 

○11番（土屋和幸） 分かりました。だから、いわ

ゆるそういう相談支援事業所が例えばですよ、例え

ば湖西市からなくても、何とか市はしていく覚悟が

あるというふうに今認識をしましたけども、よろし

ゅうございますか。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（田内浩之） 土屋議員、御質問ありがとう

ございます。 

 今、土屋議員に何点か御質問をいただきましたけ

ども、Ａ型の事業所もＢ型の事業所もなかなか経営

が苦しいというのが根幹にあると思っています。で

すので、私もここは県会議員のときにとても大事な

課題だと認識しておりまして、私が市長に就任した

らぜひここのところは取り組みたいと考えておった

もんですから、４月の市の職員の体制が整ったらこ

のＡ型、Ｂ型の事業所の経営改善というものに関し

ては全力で取り組ませていただきます。 

 その上で、この相談事業所というものはとても大

切なものだと思いますので、理想的な姿としては各

事業所さん、やはり経営がよくなってこの相談事業

所もやはり持っていたほうが、障害を持っていらっ

しゃる皆様にとってはとてもいい状況になると考え

ておりますので、ですので今土屋議員がちょっと相

談事業所に特化して御質問いただいてますけども、

その包括として、相談事業所もひっくるめてこの障

害者の支援のところは、春からしっかりと取り組ん

でまいりますので、またぜひ建設的な御意見をいた

だけるとありがたいなと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（馬場 衛） 土屋議員。 

○11番（土屋和幸） 今、市長のほうから今後につ

いて期待してほしいという理解をさせていただきま

した。本当は６番目に市のほう、これはあくまでも、
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回答は要りません。湖西市が自ら相談支援事業所を

設置する予定があるかという６番目の質問で用意さ

せてもらってるんですけども、そういったものも含

めて田内市長がそういった相談支援事業について、

また福祉全般のそういったものについても、御理解

いただいてたというふうに理解させていただくとい

うことでよろしいですよね。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（田内浩之） 質問ありがとうございます。 

 ですので、理想的な姿はやはり民間の事業所で相

談事業所もやっていただけるというのがあるべき姿

だと思っておりますので、ただそれをやるにはやは

り各事業者さんの経営がよくなっていかないと、設

置しなくても設置ができないという状況なので、そ

こは市としてもしっかりと、ちょっと言い方が正し

いか分かりませんけどもうかるように、各事業所が

なるということはもう全面的にしっかりと応援をし

ていきたいと思います。ですので、それがもし取組

がなかなか功を奏さず市がやらなければいけないと

か、また社会福祉協議会さんに再度お願いしなきゃ

いけないという状況になったら、そこはその時点で

またしっかり議論をして検討していきたいと思って

います。ただ、本当に障害者の支援のところは県会

議員のときの議事録を見ていただければ分かるとお

り、障害者の方々に対する支援というのはやはり比

較的、日本全体でも遅れてますし、やはりそれは湖

西市に限った話ではないんですけども、やはり地方

自治体というのは遅れぎみだなと思っております。 

 例えばイタリアなんかは、たしか人口８万人に必

ず１か所、精神科のお医者さんや保健師さんやしっ

かりと人員をそろえたセンターを必ず設けていたり、

ちょっと数字は忘れてしまいますけども、必ず例え

ば1,000人当たりに対して何人、しっかりと障害者

の方々がついの住みかを得ることができると法律で

決まっていたりですとか、相当進んでいる国は進ん

でおりますので、一気にそこまでは持っていくこと

は無理かもしれませんが、やはり行政として障害者

の皆様の豊かな生活ということは、市全体の豊かな

生活につながってくると私は思っておりますので、

そこはまた土屋議員ともぜひ協力をさせていただい

て、春以降、率先して取り組んでいきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 土屋議員。 

○11番（土屋和幸） ありがとうございました。田

内市長の前向きな発言で本当に救われる思いです。

といいますのは、これ湖西市ではないんですけども、

近隣の市でそういった相談事業所が解散するってい

ったときにどうしたかっていうと、市は全然見向き

もしなくて、解散する相談所がその子たちの割り振

りをつくってやったっていう話を聞いたものですか

ら、それは実際に市に例えば50人の人を割り振れっ

て言われても市も困るには困るんだけど、でも潰れ

た作業相談所はもっと困りますよね、自分が辞める

んだから何でそんなことってなる。今、田内市長の

ほうからいろいろ前向きな発言をいただきましたの

で、大変心強く思いました。 

 どうも、以上で質問を終わります。 

○議長（馬場 衛） よろしいですか。 

○11番（土屋和幸） はい、結構です。ありがとう

ございました。 

○議長（馬場 衛） 以上で、11番 土屋和幸議員

の一般質問を終わります。 

 これをもちまして、本日予定しておりました一般

質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 以上で、本日の日程は終了い

たしました。 

 本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでご

ざいました。 

午後３時11分 散会 

───────────────── 


